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第５０４回（定例）福崎町議会会議録

令和４年９月２日（金）

午前９時３０分 開 会

○令和４年９月２日、第５０４回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 三 輪 一 朝 ８番 宇 﨑 壽 幸

２番 石 川 治 ９番 植 岡 茂 和

３番 大 塚 記美代 １０番 前 川 裕 量

５番 河 嶋 重一郎 １２番 小 林 博

６番 牛 尾 雅 一 １３番 竹 本 繁 夫

７番 冨 田 昭 市 １４番 城 谷 英 之

○欠席議員（な し）

○事務局より出席した職員

係 長 山 口 瑞 穂 主 査 塩 見 浩 幸

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 宇 都 善 和 会 計 管 理 者 尾 﨑 俊 也

町参事兼ほけん年金課長 谷 岡 周 和 総 務 課 長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 松 田 清 彦

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 住 民 生 活 課 長 大 塚 久 典

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 農 林 振 興 課 長 吉 田 利 彦

ま ち づ く り 課 長 山 下 勝 功 上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹

学 校 教 育 課 長 大 塚 謙 一 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

代 表 監 査 委 員 鳥 岡 照 義

○議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 報告第 ５号 第３３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

第 ５ 報告第 ６号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第 ６ 議案第３１号 教育委員会委員の任命について

第 ７ 議案第３２号 令和３年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

第 ８ 議案第３３号 令和３年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第 ９ 議案第３４号 令和３年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第１０ 議案第３５号 令和３年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に
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ついて

第１１ 議案第３６号 令和３年度福崎町水道事業会計決算認定について

第１２ 議案第３７号 令和３年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

第１３ 議案第３８号 令和３年度福崎町下水道事業会計決算認定について

第１４ 議案第３９号 令和３年度福崎町工業団地造成事業会計決算認定について

第１５ 議案第４０号 福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について

第１６ 議案第４１号 福崎町文珠荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について

第１７ 議案第４２号 令和４年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について

第１８ 議案第４３号 令和４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について

第１９ 議案第４４号 福崎町道路線の廃止及び認定について

○本日の会議に付した事件

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 報告第 ５号 第３３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

第 ５ 報告第 ６号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第 ６ 議案第３１号 教育委員会委員の任命について

第 ７ 議案第３２号 令和３年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

第 ８ 議案第３３号 令和３年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第 ９ 議案第３４号 令和３年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第１０ 議案第３５号 令和３年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第１１ 議案第３６号 令和３年度福崎町水道事業会計決算認定について

第１２ 議案第３７号 令和３年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

第１３ 議案第３８号 令和３年度福崎町下水道事業会計決算認定について

第１４ 議案第３９号 令和３年度福崎町工業団地造成事業会計決算認定について

第１５ 議案第４０号 福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について

第１６ 議案第４１号 福崎町文珠荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について

第１７ 議案第４２号 令和４年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について

第１８ 議案第４３号 令和４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について

第１９ 議案第４４号 福崎町道路線の廃止及び認定について

開会及び開議

議 長 皆さん、おはようございます。

第５０４回福崎町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
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初秋の季節になりましたが、まだ暑い日が続く中、皆様におかれましては、ご

健勝にてご参集を賜り、誠にありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症につきましても、行動制限が取られていない中で、

福崎町を含む中播磨管内でも毎日のように陽性者数が計上されております。感

染防止対策を行う中での本定例会開催となります。

会議中は、発言時を含め、マスクの着用をお願いいたします。なお、演壇、質

問席等及び議長席については、熱中症等も考慮し、マウスシールド等の着用を

可といたします。換気のため、傍聴席入り口のドアを開けて進めさせていただ

きます。手指消毒液を議場ロビーに配置しておりますので、ご利用ください。

議場に入場される方の検温を実施しておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。感染症の予防及び拡大防止に配慮し、運営してまいりたいと思いますので、

議員、理事者及び傍聴者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

さて、本定例会に提案されます案件は、報告第５号から議案第４４号までの報

告２件、議案１４件、計１６件であります。いずれも重要な案件でありますの

で、慎重にご審議をいただき、また、議事の円滑なる運営につきましても格別

のご協力をお願いいたしまして、本定例会の開会の挨拶といたします。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。定足数に達しております。よっ

て、第５０４回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。

また、総務課及び事務局から写真撮影の申出が出ておりますので、撮影を許可

いたします。

ただいまから、第５０４回福崎町議会定例会を開会いたします。

これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長 日程第１は会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名いたし

ます。

２番、石川 治議員

９番、植岡茂和議員

以上、両議員にお願いいたします。

日程第２ 会期の決定

議 長 日程第２は、会期の決定であります。

会期の決定を議題といたします。

去る８月２６日、議会運営委員会を開いて検討をお願いしましたところ、既に

皆さんのお手元に配付しております日程表案のとおり、本日から９月２６日まで

の２５日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、会期は本日から９月２６日までの２５日間といたします。

日程第３ 諸報告
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議 長 日程第３は、諸報告であります。

６月２４日の第５０３回福崎町議会定例会閉会後、本日までの議会活動につい

て、事務局に報告させます。

事 務 局 議会活動報告をいたします。

報告の内容につきましては、主なものを申し上げます。

７月１９日、兵庫県庁において、兵庫県地方議会協議会が開催され、議長が出

席いたしました。

８月５日、兵庫県民会館において、兵庫県町議会議長会広報研究会が開催され、

議長及び各委員が出席いたしました。

８月２３日、六甲荘において、兵庫県町議会議長会正副委員長研修会が開催さ

れ、議長及び正副委員長が出席いたしました。

そのほかの議会活動報告は、お手元に配付の報告書のとおりです。

以上です。

議 長 以上で、議会活動報告を終わります。

また、例月出納検査の報告書及び陳情書が議長宛てに提出されており、その写

しを配付しております。

さらに、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２９条の規定により

議員を派遣したので、議会調査研究事業実施要領第６条の規定により、議員派遣

の報告について、配付しております。

次は、議案の上程及び説明であります。これより、報告第５号、第３３期株式

会社もちむぎ食品センター決算報告についてから、議案第４４号、福崎町道路線

の廃止及び認定についてまでの１６件を議題といたします。

これから、上程議案に対する町長の提案内容の説明を求めてまいります。

町 長 皆様、おはようございます。

第５０４回定例会を招集いたしましたところ、全員のご出席を賜り、誠にあり

がとうございます。

もうしばらくしますと、田んぼが黄金色に色づきます。瑞穂の国、日本の毎年

の風物詩でありますが、収穫の季節が来るのを楽しみにしているところでござい

ます。

ロシアがウクライナに侵攻してから、６か月が過ぎました。ロシアはすぐに占

領できると考えていたようですが、ウクライナの強力な反撃に遭い一進一退の攻

防が続いています。戦争は最大の人権侵害であります。自国の行為を正当化する

プロパガンダを行っておりますが、到底世界が納得できるものではありません。

また、この戦争によって世界の社会経済活動は大きな影響を受けています。原油

高をはじめ、穀物価格が上昇し、燃料費や肥料代や食料品などの値上げが続いて

います。世界の指導者には、この状況を早急に終わらせるための知恵を出してい

ただきたいと願うとともに、福崎町といたしましても、国の原油価格・物価高騰

等総合緊急対策に盛り込まれた各施策を迅速に実行してまいります。

新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。本町においても７月から６０

歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方、医療従事者の方などに４回目のワクチン

接種を行っています。接種をしたからといって、絶対に感染しないというもので

はありませんが、重症化を抑える効果が期待できるということですので、対象者

の方はぜひ接種を検討していただきたいと思っています。３回目の接種がまだお

済みでない方も、接種をご検討いただきたいと思っております。また、コロナの

収束が見えない中、抗原検査キットの無料配布について県から協力依頼がありま

した。２歳から５９歳までの方で、発熱の症状があるなどの基準がありますが、
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福崎町も８月１０日から電話での受付を行っています。配布方法は、ドライブス

ルー方式と郵送の２つの方法で行っており、ホームページや隣保回覧でお知らせ

しているところです。８月末現在の配布件数は２３３件となっています。

さて、本年度も５か月がたちましたが、主要事業は着実に進んでいます。

教育環境の充実と子育て支援では、田原小学校、福崎東中学校、福崎西中学校

のトイレ改修工事が進んでいます。一部は９月の新学期には利用できるようにな

りますが、全体が完了するのは１０月中になる見込みです。残る３小学校につい

ても、トイレ改修に向けた設計業務に着手しています。浄化センター修景施設で

の大型複合遊具の設置工事については３者から申込みがあり、９月５日にプロポ

ーザルの審査を行う予定です。

入院のみであった高校生の医療費助成を７月から通院にも拡大し、高校生以下

の医療費完全無料化を実施しています。

安全・安心のまちづくりでは、川すそ雨水幹線工事の一般競争入札を８月３１

日に実施し、塩谷建設株式会社が１億８７万円で落札いたしました。防災行政無

線の戸別受信機については１万円の個人負担で設置を進めていますが、４０人か

ら申込みがありました。ＪＲ福崎駅のバリアフリー化工事が本格的に始まってい

ます。来年の３月完成の見込みです。

イベント関係もコロナ禍ではありますが、工夫をしながら開催しています。８

月６日、７日には、山桃忌を３年ぶりにエルデホールで実施いたしました。８月

９日の福崎夏まつりは、感染の急激な拡大を受け、より一層規模を縮小しての実

施となりましたが、１，０００発の花火とプロジェクションマッピングを楽しん

でいただきました。今後は、感染対策を適切に講じつつ、コロナと共存しながら

社会経済活動を維持していく、その時期が来ているように感じております。

続いて、各課からの所管事項報告です。

総務課では、令和５年度採用の職員採用試験の募集を締め切りました。一般行

政職は若干名の採用予定に対して２８人、保健師１人に対し３人、保育教諭２人

に対し６人の応募がありました。なお、土木職２人に対しては応募がございませ

んでした。１次試験は、９月１８日、福崎高等学校で実施します。

次に、選挙管理事務についてですが、選挙人名簿の定時登録者数は、９月１日

の基準日現在、男７，３８１人、女８，０６６人、計１万５，４４７人となり、

前回６月の選挙時登録より１０人の減となっています。

税務課では、令和４年度町県民税の納税通知書を６月１６日に、国民健康保険

税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納入通知書を７月１５日に発送しまし

た。また、滞納整理対策委員会では、債権管理条例に基づき税・使用料等の債権

管理台帳を作成し、情報共有を図るとともに、令和４年度徴収計画に基づき、関

係課と連携しながら滞納整理に取り組みます。

地域振興課では、福崎夏まつりでは、企業協賛と住民の皆様からの募金によっ

て、例年より多い１，０００発の花火を打ち上げることができました。この場を

お借りしてお礼を申し上げます。

福崎町商工会による「中小商業者応援券（旧なっ得商品券）」事業が８月１日

から始まりました。プレミアム部分を２０％として、額面総額は８，４００万円

で、町内事業者の売上げ応援と地域の消費喚起に期待しています。町独自の支援

事業として、コロナ禍の原油価格や電気・ガス料金の高騰により、経営に影響を

受けている事業者に対して燃料費高騰分を補助する「事業者支援事業（原油価格

等高騰対応分）」を実施しています。観光名勝や妖怪ベンチなどを巡る町内周遊

性の向上を図るため、超小型モビリティＣｐｏｄ（シーポッド）を１台導入しま
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す。

住民生活課では、子育て世帯生活支援特別給付金などの新型コロナウイルス感

染症対応支援事業につきましては、順調に給付事務を進めております。

マイナンバーカードの普及促進については、申請率向上を目指し、７月から９

月までの間、出張窓口を開設しています。会場は町内商業施設、ワクチン接種会

場のほか、自治会にご協力いただき、２６地区の公民館を巡回しています。

秋の全国交通安全運動が９月２１日から９月３０日までの予定で実施されます。

福祉課では、７月は「社会を明るくする運動」強化月間で、６日には、エルデ

ホールで神崎郡住民大会が開催されました。

９月は高齢者福祉月間で、最高齢者を祝福させていただきます。３０日には、

文化センターで高齢者芸能慰安会を開催し、曲芸・漫才・歌謡ショーなどをお楽

しみいただく予定です。

ほけん年金課では、新型コロナウイルスワクチン接種について、６０歳以上の

方の４回目の接種率は７０．７％となっています。また、３回目の接種について

は、第７波の感染拡大により少しずつ上がり、全人口に対する接種率は６２．

５％となっています。今後、オミクロン株に対応したワクチンの接種も始まる予

定となっており、詳細が決まり次第、報告させていただきます。

農林振興課では、福崎町農業委員会において、８月２５日、２６日の２日間で、

町内全域の農地パトロールを実施しました。今後、耕作放棄地や不適切な使用等

について整理し、所有者等に対し文書や現地立会い等を行い適正な管理となるよ

う指導します。

山地災害防止機能等を高める必要がある里山林において、緑の保全及び再生、

多様な公益的機能を十分に発揮させるため、里山防災林事業を西治地区で予定し

ています。今年度は、９月中に関係集落において事業説明会を行い、基本調査計

画を実施する予定です。

令和４年産もち麦は、米澤モチ２号、フクミファイバー合わせて、作付面積２

８．９ヘクタール、収穫量約８１トンの見込みです。

まちづくり課では、道路橋梁事業では、福崎駅へのアクセス強化を図るため、

引き続き町道福崎駅田原線及び千束新町線の整備を推進します。また、橋梁の定

期点検や補修設計などを実施します。舗装の経年劣化などに対応するため、町道

東大貫溝口線などの舗装修繕工事を実施します。

防災事業として、直谷川の堆積土砂撤去などを実施します。

上下水道課では、水道事業では、三宮配水池送水管更新工事の詳細設計を進め

ており、本工事に支障となる旧送配水管の撤去工事を秋頃から西治地区で実施す

る予定です。また、井ノ口、北野、辻川、田尻、大門、加治谷地区において、各

戸メーター替えを１１月から実施します。

雨水幹線整備では、現在、南田原地区で進めている川すそ雨水幹線工事（その

１１）に引き続き、同工事（その１２）では、播但道福崎南ランプ交差点付近の

側道まで施工する予定です。

また、福田・駅前地区の浸水被害の軽減を目的に進めている直谷第２雨水幹線

工事においては、現在、農繁期及び出水期のため中断していますが、１０月中旬

以降に工事を再開する予定です。

学校教育課では、遠野市との児童交流事業を８月２８日から３０日にかけて実

施しました。本町の小学校６年生児童が遠野市を訪問して両市町の絆を深め、子

ども同士が交流を行うなど、今後につながる大変有意義な時間を過ごすことがで

きました。
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新型コロナウイルスの感染が広がる中、２学期が始まりました。兵庫県対処方

針に従い教室の換気を行いながら、マスクの正しい着用や手指消毒の徹底、給食

時における黙食など、感染防止を徹底します。このような状況でありますが、運

動会や体育大会、修学旅行など、子どもたちに意義深い行事は、最善を尽くしま

す。

社会教育課では、図書館では、恒例行事となりましたキャンドルナイトを９月

９日の夕暮れから開催いたします。文化講演会は、１０月２９日に元阪神タイガ

ースの掛布雅之氏を講師にお招きし、文化センターで開催する予定です。

さて、今議会に提出いたします議案等につきましては、報告２件、議案１４件

の計１６件です。

報告第５号、第３３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告については、令

和３年４月１日から令和４年３月３１日までの、第３３期の決算内容を報告する

ものです。

報告第６号、令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意見をつけて報

告するものです。

議案第３１号、教育委員会委員の任命については、現委員の井奥智子氏の任期

が令和４年９月３０日に満了するため、さらに同氏を任命することについて議会

の同意を求めるものです。

議案第３２号、令和３年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定についてから、議

案第３５号、令和３年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

までは、地方自治法の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定をお願

いするものです。

議案第３６号、令和３年度福崎町水道事業会計決算認定についてから、議案第

３９号、令和３年度福崎町工業団地造成事業会計決算認定についてまでは、地方

公営企業法の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定をお願いするも

のです。

議案第４０号、福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、人事院規則の一部改正等に基づき、育児休業の取得回数制限緩和、育

児参加のための休暇対象期間拡大等の所要の改正を行うもので、令和４年１０月

１日から施行するものです。

議案第４１号、福崎町文珠荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例については、文珠荘の安定した収益確保と住民サービスの向上を図るため、休

館日、利用時間及び利用料金を改正するもので、令和４年１２月１日から施行す

るものです。

議案第４２号、令和４年度福崎町一般会計補正予算（第２号）については、既

定の総額に歳入歳出それぞれ１億２，５３０万円を追加し、歳入歳出総額を８４

億８，９３０万円とするものです。

議案第４３号、令和４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついては、既定の総額に歳入歳出それぞれ２，１００万円を追加し、歳入歳出総

額を１７億９，５００万円とするものです。

議案第４４号、福崎町道路線の廃止及び認定については、道路法の規定に基づ

き、３級３９１号線及び４級８３１号線を廃止し、新たに２級２３７０号線、３

級３９１号線及び４級８３１号線を認定することについて、議会の議決を求める

ものです。

以上、報告が２件、人事案件が１件、決算が８件、条例改正が２件、補正予算
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が２件、その他１件の全１６件となっています。

詳細説明は、副町長、会計管理者ほか、担当課長が行いますので、ご審議賜り、

ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせてい

ただきます。

議 長 ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。

これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知ください。

日程第 ４ 報告第５号 第３３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

議 長 日程第４、報告第５号、第３３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につ

いてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

地域振興課長 報告第５号、第３３期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について、ご説

明申し上げます。

株式会社もちむぎ食品センターは、福崎町が２分の１以上を出資している法人

であることから、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、その決算に

ついて、報告させていただくものでございます。

１ページをお願いいたします。事業報告について、概要を申し上げます。

第３３期も前期に引き続き、新型コロナウイルス感染症で飲食業は厳しい年と

なり、４月から６月はレストトランの利用客が１日５０名を切る日もあり、ツ

アー予約も全てキャンセルとなりました。

経営面につきましては、麺工場の社員１名が退職、厨房も１名が退職したこと

による料理長への負担の増、また、社員の高齢化も進んでいるなど、雇用面に

ついての問題が出てきております。

収支面ですが、給与の据置き、賞与の減額など、コスト削減に取り組みました

が、原材料費等の高騰もあり、営業損益はマイナス８５３万３，０００円とな

りました。職業安定給付金、共済解約金など、約９８９万円の事業外収入によ

り、税引き前当期損益は１３５万６，０００円の黒字を確保することができま

した。債権に係る長期借入金の返済については、６００万円の返済があり、借

入金残高は５，７００万円となりました。

各事業の実績は記載のとおりでございます。

３ページをお願いいたします。貸借対照表です。

まず、資産の部、流動資産は現金及び預金から貯蔵品まで合わせて６，３１７

万４，１９４円、固定資産は有形固定資産、無形固定資産と金融機関等への出

資金で５３２万９，８２３円で、資産の部合計は６，８５０万４，０１７円と

なり、前期と比較しますと、約５５０万円の減となりました。主な要因としま

しては、現金及び預金２６３万円の減、保険積立金４００万円の解約などとな

っています。

負債の部では、流動負債が買掛金から商品券までの８７８万３，３８３円、固

定負債は町からの長期借入金の残高５，７００万円で、負債の部合計は６，５

７８万３，３８３円となり、前期と比較しますと、約６３５万円の減となりま

した。

純資産の部は、資本金３，０００万円は変わらず、利益剰余金は当期純利益が

８６万６，６３２円で、繰越利益剰余金がマイナス２，７２７万９，３６６円

となりました。純資産の部合計は、２７２万６３４円となりました。また、前
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期と比較しますと、うち当期純利益が約５８万円の増額となっています。

負債及び純資産の合計は、資産の部合計と同額の６，８５０万４，０１７円と

いう状況でございます。

４ページをお願いいたします。損益計算書です。

売上高合計は１億２，０１６万９，０８５円、前期と比較しますと、約８４５

万円の減となりました。売上原価は、期首棚卸高、商品仕入高、当期製品製造

原価の合計から期末棚卸高を差し引いた７，６３３万２，０４８円で、差引き

売上総利益金額は４，３８７万７，０３７円となりました。前期と比較します

と、約３４３万円の減となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、５ページをお願いいたします。５ページに内

訳をお示ししていますとおり、給料手当、支払手数料や保険料などの合計５，

２３７万６０１円です。

４ページに戻ってください。

４ページです。営業利益はマイナス８５３万３，５６４円となり、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受け、赤字となりました。営業外収益は、雑収入とし

て、職業安定給付金、共済解約金など、９８８万９，６２０円の給付を受け、

経常利益は１３５万６，８８０円となりました。そして、法人税等を差し引い

た当期純利益は８６万６，６３２円となり、黒字を確保することができました。

売上原価の７行目、当期製品製造原価６，４６７万６，８６８円の内訳を、６

ページでございます、６ページに製造原価報告書としてお示ししております。

材料費は２，１７７万５，４４７円。労務費はレストラン、売店、麺工場等に

係る人件費で、３，１９２万１，２６７円。製造経費は、素麺、精麦、カステ

ラなどの外注加工費や水道光熱費、保険料などの１，０９８万１５４円。合計

で当期製品製造原価は６，４６７万６，８６８円となりました。前期と比較し

ますと、約６０６万円の減となり、コスト削減にも取り組みました。

７ページをお願いいたします。

株主資本等変動計算書です。貸借対照表の純資産の部において、第３３期に変

動があった項目をお示ししております。変動額については、いずれも当期純利

益８６万６，６３２円によるものですが、繰越利益剰余金及び利益剰金合計が、

当期首残高マイナス２，８１４万５，９９８円から、当期末残高マイナス２，

７２７万９，３６６円に、株主資本合計及び純資産の部合計は、当期首残高１

８５万４，００２円から当期末残高２７２万６３４円となっております。

８ページをお願いいたします。

８ページには、重要な会計方式に係る注記として、棚卸資産の評価方法や減価

償却の方法、消費税の会計処理に係る採用方式を記述するとともに、株式の発

行総数が６００株であることをお示ししております。

９ページをお願いいたします。

９ページには、監査報告書を添付しております。後ほど、お目通しください。

１０ページをお願いいたします。

１０ページは、第３４期の事業計画となります。１、売上高については、第３

３期決算額を見ながら、１億２，０８０万円と立てておりますが、コロナの影

響で予想は難しいところでございます。落ち着いたところで修正いたします。

８、経常損益については、マイナス約２８０万円とし、第３４期も厳しい経営

が予想されます。

報告第５号資料をお願いいたします。報告第５号説明資料１ページです。

第３３期事業実績表でございます。やかたに来られた団体客の利用者数につき
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ましては、下段の売店枠内の立寄・食事欄の集計で表しております。営業日数

３０７日、１，０９３人でした。また、その上のレストラン月間利用者数欄に

つきましては、個人、団体合わせての利用人数の集計となります。合計では、

３３期は３万４，２２９人で、前期比２６０人の減となりました。その他の数

値としましては、各部門別の売上実績となります。

２ページです。２ページはレストラン利用人数比較表でございます。

続きまして、３ページです。３ページは組織表と役員名簿を記載しております。

４ページです。４ページは商品一覧表ともち麦の収穫、在庫の状況の推移を添

付しております。もち麦の在庫量は、１６６トンでございます。

後ほどご確認ください。

以上、報告第５号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

日程第 ５ 報告第６号 令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

議 長 日程第５、報告第６号、令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題とします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 報告第６号について、ご説明申し上げます。

この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和３

年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付して

９月議会に報告させていただくものであります。意見書につきましては、議案

書に添付しておりますので、ご参照願います。

それでは、議案の２ページ目をお開きください。

まず、健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、

各会計において赤字額が発生しておりませんので該当はありません。実質公債

費比率は９．８％、将来負担比率は６０．３％です。それぞれの指標における

早期健全化基準並びに財政再生基準は、表にお示ししているとおりであります。

報告第６号資料に算定内訳等を添付しておりますので、資料に従って説明をさ

せていただきます。

資料の３ページをお開きください。

実質赤字比率は左上の一般会計等が対象でありまして、実質収支額を標準財政

規模で除したマイナスの４．３５％となりました。実質収支が黒字の場合は、

マイナス表示となります。

次に、連結実質赤字比率は一般会計等に全ての特別会計、公営企業会計を加え

たものが対象でありまして、右下になりますが、全会計における実質収支額及

び資金剰余額の合計額を標準財政規模で除したマイナスの２４．３５％となり

ました。

実質公債費比率につきましては、資料の４ページをご覧ください。

実質公債費比率の対象となる公債費等は、①の元利償還金の額から⑦一時借入

金の利子までの合計額が該当しまして、⑧の特定財源から⑪の密度補正の元利

償還金の合計につきましては、特定財源や普通交付税算入分など、公債費等か

ら除外する項目であります。

算定結果は中段の右寄りになりますが、令和３年度単年では１０．４８８９

８％と、令和２年度に比べ、約１．０１ポイント悪化しております。

３か年平均では９．８％で、前年度と同率となっています。３か年平均におけ

る同率の要因は、平成３０年度と令和３年度との比較になりますが、①一般会
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計の地方債の元利償還金の約１億３，０００万円の増加、⑨事業費補正に係る

基準財政需要額に算入された公債費の９，８００万円減少というマイナスの要

因があるものの、④公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に

充てたと認められる繰入金が約９，７００万円の減少、また、⑩災害復旧費等

に係る基準財政需要額が約５，７００万円増加したことなどにより、実質公債

費比率の分子が約５，９００万円増加したこと、また、分母を構成する標準財

政規模が約５億１，９００万円増加し、分子と分母の増加率が均衡していたこ

とが要因であります。

単年度の実質公債費比率の増加要因としましては、①一般会計の地方債の元利

償還金が約８，１００万円増加、④の公営企業に要する経費の財源とする地方

債の償還の財源に充てたと認められる繰入金が約１，５００万円減少、⑨⑩の

元利償還金、準元利償還金に係る基準財政需要額への算入額が約３，０００万

円減少等により、分子が約８，４００万円増加、分母の標準財政規模が約３，

３５０万円増加したことなどにより、３億６，４００万円増加していますが、

実質公債費比率の増減要因の分子の増加率が、減少要因の分母の増加率を上回

ったのが主な原因となっております。

将来負担比率につきましては、資料５ページをお開きください。

対象となる将来負担額は、上段に記載しています地方債の現在高から退職手当

負担見込額までの各項目で、合計は下段の算式中Ａ欄１６７億３，１７６万７，

０００円です。この将来負担額に対する充当可能財源等は中段にお示ししてい

ますとおりで、合計は下段のＢ欄１３７億５，１１７万円で、Ａ引くＢの実質

負担額は２９億８，０５９万７，０００円です。この実質負担額を標準財政規

模（Ｃ欄）から普通交付税に算入された公債費等の額（Ｄ欄）を控除しました

４９億３，７００万８，０００円で除したものが将来負担比率で、６０．３％

となります。前年度は９０．９％でありましたので、３０．６ポイント好転し

ております。

好転の要因ですが、表の中段、充当可能財源等の地方債現在高に係る基準財政

需要額算入見込額が約１億４，３００万円減少したというマイナスの要因があ

るものの、上段、将来負担額の地方債現在高の約１億６，３００万円の減、公

営企業等繰入見込額の約５億８，３００万円の減、充当可能基金の５億２，７

００万円の増などにより、将来負担比率の分子が約１１億７，７００万円減少

したこと、また、標準財政規模が約３億３，５００万円増加したことなどによ

り、分母が３億６，４００万円増加したことが主な要因となっております。

最後に公営企業会計における資金不足比率等につきましては、資料６ページを

お開き願います。

資金不足額・剰余額につきましては、資料の右から７列目（８）の列になりま

すが、法適用企業会計の水道事業、工業用水道事業、下水道会計及び工業団地

造成事業会計、これらの資金不足額・剰余額は、主に流動資産から流動負債を

控除したものが資金剰余額でありますが、いずれの会計も資金収支は黒字もし

くはゼロであり、資金不足は発生しておりません。

以上が各指標の概要であります。よろしくお願い申し上げます。

日程第 ６ 議案第３１号 教育委員会委員の任命について

議 長 日程第６、議案第３１号、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。
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副 町 長 議案第３１号、教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げます。

教育委員の任命は、市の教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、町長が議会の同意を得て行います。

教育委員会は教育長と４名の教育委員で組織されており、教育に関する事務の

管理、執行を行います。委員の任期は４年です。

本議案は、現教育委員の井奥智子氏が令和４年９月３０日で任期満了となるこ

とから、さらに同氏を選任したく議会の同意をお願いするものでございます。

井奥氏の住所は、福崎町南田原２番地３、昭和４４年１０月２日生まれの５２

歳です。経歴等につきましては、議案第３１号資料をご覧ください。最終学歴、

職歴等は左側に記載しているとおりです。また、右側には、井奥氏の教育委員

としての抱負をお示ししております。左側下は教育委員の任期一覧表となって

おりますので、ご参照ください。

井奥氏は、長年にわたり図書館応援隊としてボランティア活動に熱心に取り組

まれ、教育及び文化に関しても高い理解力をお持ちで、教育委員として適任で

あると確信しておりますので、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。

議 長 提案説明の途中ですが、暫時休憩をいたします。

再開を１０時３５分といたします。

◇

休憩 午前１０時２０分

再開 午前１０時３３分

◇

議 長 会議を再開いたします。

日程第 ７ 議案第３２号 令和３年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 ８ 議案第３３号 令和３年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第 ９ 議案第３４号 令和３年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第１０ 議案第３５号 令和３年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

議 長 日程第７、議案第３２号、令和３年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定から、

日程第１０、議案第３５号、令和３年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定についてまでの４議案を一括議題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

会 計 管 理 者 議案第３２号から議案第３５号までの４議案について、決算書、決算報告書

及び議案説明資料により概要説明をいたします。

まず、議案第３２号は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、一般会計

歳入歳出決算について、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するも

のでございます。

初めに、決算書の一般会計、２５６ページをお開きください。

実質収支に関する調書でございます。

歳入総額９７億１，５２７万５，７３２円、歳出総額９７億１，５３５万６，

１４２円、差引額２億９，９９１万９，５９０円のうち、翌年度へ繰り越すべ

き財源は、繰越明許費繰越額４，７８５万８，０００円で、実質収支額は２億
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５，２０６万１，５９０円となり、令和４年度へ繰り越します。

２５７ページから２６４ページまでは、財産に関する調書で、公有財産、物品、

基金及び債券の保有内容をお示ししておりますので、後ほどお目通しをお願い

します。

続いて、決算の概要を説明いたします。

議案第３２号説明資料２ページをお開きください。

初めに歳入についてでございます。

左の表、一番下、歳入総額は９７億１，５２７万５，７３２円で、対前年度比

７億５，５３５万４，６１１円、７．２％の減となりました。内訳は、一番上、

第１款の町税３２億７，１５２万６，３６３円から、一番下、第２２款の町債

８億４，９３０万円まででございます。

次に、３ページをご覧ください。歳出になります。

左の表の一番下、歳出総額は９４億１，５３５万６，１４２円、対前年度比７

億８，２９４万７，５３０円、７．７％の減となりました。内訳は、一番上の

第１款、議会費１億１，０８２万２，４８６円から、一番下、第１２款、災害

復旧費３１８万７，８００円まででございます。

款別の説明をいたします。

まず、歳入です。２ページにお戻りください。

歳入総額の３３．７％を占める町税の収納額は、１，０２６万１，６６３円の

増となりました。右の表で、個人町民税はふるさと納税などの寄附金税額控除

が増えた要因などで、所得割で２，８９６万６，４３７円の減、法人町民税は

予定納税として令和２年度に既に納付済みであった税額が少なかったことによ

り、税割で２，１７９万８００円の増、固定資産税は令和２年度に実施した徴

収猶予分の収入などで、１，２０３万５４２円の増となりました。軽自動車税

は環境性能割の減少により、３０万８，３５３円の減、町たばこ税は販売本数

は減ったものの増税による影響で、６６７万１，０８６円の増となりました。

左側の表をお願いします。地方譲与税は１６２万３，０００円の増、利子割交

付金は５３万８，０００円の減、配当割交付金は６８１万円の増、株式等譲渡

所得割交付金は８３３万８，０００円の増、法人事業税交付金は２，４１２万

円の増、地方消費税交付金は３，７３２万６，０００の増、ゴルフ場利用税交

付金は１４２万１，３７５円の増、環境性能割交付金は２４０万５，８４２円

の増、地方特例交付金は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交

付金などにより、５，６２４万６，０００円の増、地方交付税は２億７，４６

０万６，０００円の増、交通安全対策特別交付金は８万円の減、分担金及び負

担金は、老人ホーム措置費負担金の増などにより、１，４８３万５，６７７円

の増、使用料及び手数料は、町営住宅駅前団地の入居者の増による住宅使用料

の増などにより、３７０万３，９３５円の増、国庫支出金は新型コロナウイル

ス感染症対策による特別定額給付金の事業費補助金の減などより、１５億７，

５４４万７，０１９円の減、県支出金は農村地域防災減災事業補助金の増など

により、１，６００万４，１０３円の増、財産収入は土地建物貸付収入の増な

どにより、３７０万７，７８０円の増。寄附金はふるさと応援寄附金の増など

により、２，７８８万８，０７９円の増、繰入金はふるさと応援基金繰入金の

増などにより、１，５６６万９，３２６円の増、繰越金は６，０９３万３，７

３２円の増、諸収入は令和２年度の学校給食費の無償化期間の影響などにより、

１億７７５万８９６円の増、町債は１億４，７０５万９，０００円の増となり

ました。
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次に、歳出の款ごとの説明を決算報告書により行います。

１款、議会費から行きます。

４３ページ。議会費では、定例会４回と臨時会３回が招集され、議案７２件、

報告６件、意見書１件について、慎重に審議しました。それぞれについて、適

正妥当な結論をいただき、議会の権能と責任を果たすよう努め、町民に分かり

やすい開かれた議会と円滑な議会運営を行いました。なお、令和３年１２月定

例会で、福崎町議会本会議は第５００回を迎えました。

次、２款、総務費です。

４５ページ。一般管理費では、町民の皆様と町職員が共に学習して、よりよい

福崎町をつくるための福崎まちづくり出前講座を実施しました。遠野市との交

流事業として、平成２７年度から参加していた遠野市産業まつりは、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により、令和３年度も開催が中止されたため、訪

問することはできませんでした。

５０ページ。文書広報費の文書管理一般事務費では、令和４年２月から文書の

電子決裁を導入し、全課の課長決裁文書を電子決裁としました。

５３ページ。会計管理費の会計一般事務費では、令和３年３月から財務会計シ

ステムに電子決裁を導入しました。ペーパーレス化を推進することができ、コ

スト削減につながりました。

５４ページ。財産管理費の庁舎管理事業では、照明設備のＬＥＤ化、プログラ

ムチャイムの更新や庁舎出入口に非接触型顔認証測温システム機器の設置など

を行いました。

５９ページ。地域振興費では、自立（律）のまちづくり交付金事業や地域交流

広場事業、アドプト事業を行いました。福崎夏まつり、福崎秋まつり及び民俗

辻広場まつりは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年度に

引き続き、事業を実施することはできませんでした。ふるさと応援寄附金事業

では、町外の多くの寄附者に応援してもらえるように記念品の充実と記念品協

力事業者を募り、事業の拡充に取り組みました。

６７ページ。交通対策費の交通安全対策事業では、春・秋の全国交通安全運動、

夏・年末の交通事故防止運動を実施し、交通安全意識の高揚と交通事故防止を

啓発しました。また、交通危険箇所には、カーブミラー、通学路標識、啓発用

看板などを設置しました。通学路整備事業では、各改善要望箇所にカラー塗装

や転落防止柵の設置を実施し、児童等が安全に通学できるように努めました。

７０ページ。町制６５周年記念事業費では、新型コロナウイルス感染症の急拡

大により、時期を変更して１２月１１日に記念式典を開催しました。

７１ページ。応援給付金給付費では、特別定額給付金給付基準日より後に生ま

れた子のいる世帯に１人当たり１０万円を支給する新生児世帯応援給付金給付

事業を実施しました。

７３ページ。戸籍住民基本台帳費の個人番号カード交付事業では、個人番号カ

ードの交付率向上のため、写真の無料撮影とカード申請の受付を行いました。

令和３年度は、休日に申請受付窓口を１１回開設したほか、庁舎外で出張申請

窓口を４回開催し、申請率向上に取り組みました。

７５ページ。選挙費では、令和３年４月に福崎町議会議員選挙、７月に兵庫県

知事選挙、１０月には衆議院議員総選挙を執行しました。

７９ページ。統計調査費では、主として国の委託統計を実施しており、令和３

年度は教育統計調査、経済センサスを実施しました。

８２ページ。監査委員費では、公正で合理的な行政運営確保のため、福崎町監
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査基準及び監査計画に基づいて、決算審査を５日、定期監査を４日、例月出納

検査を１２日、延べ２１日間の監査を行いました。

次、３款、民生費です。

８３ページ。社会福祉総務費は社会福祉事業に要した経費で、主な支出は、民

生委員・児童委員活動に要した経費、社会福祉協議会への委託料・補助金及び

巡回バス運行補助に要した経費です。

社会福祉一般事務費では、社会福祉や地域福祉に関する一般的な事務に要した

費用を支出しました。令和２年度に引き続きフードドライブの実施や就労支援

に取り組みました。また、福崎町の「福崎町の福祉 福祉サービスのしおり」

を発行し、町内に全戸配布しました。社会福祉協議会への運営委託事業では、

福祉施策がより有効に実施できるように給食サービス事業やミニデイ事業、障

がい者相談支援事業等を委託して実施しました。

９８ページ。臨時特別給付金給付事業では、新型コロナウイルス感染症の影響

が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活の支援を受けられる

よう、住民税非課税世帯１，４２６世帯、家計急変世帯５世帯に対して、一律１

０万円の給付を行いました。また、非課税世帯から生活保護世帯などを除く１，

３５０世帯に対して、追加支援分として、町単独で一律５万円を給付しました。

防犯対策事業では、福崎警察署をはじめとする関係団体と連携し、福崎町防犯指

導委員会による防犯パトロールを実施して、防犯意識の高揚を図りました。巡回

バス運行事業では、新たに加西市連携コミュニティバスの運行の開始等の改編を

行い、利用者の利便性向上に努めました。

１０３ページ。障害福祉費では、障がいのある方も住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、福祉の充実と向上を図るために要した費用を支出しました。ま

た、関係団体及び機関と連携を図りながら、障がいへの理解を深め、ライフス

タイルに応じた情報提供やサービス提供を行いました。

１１３ページ。国民年金事務費では、住民に対する国民年金制度の周知に努め、

姫路年金事務所と協力・連携して、未加入者・未納者の解消に取り組みました。

１１４ページ。老人福祉費では、老人クラブへの助成金、敬老祝賀に要した経

費、中播広域シルバー人材センター運営費、老人福祉給付、通院支援サービス、

人生いきいき住宅助成、介護保険利用者助成、介護保険事業特別会計繰出金な

どを支出しました。老人福祉給付事業では、要援護高齢者の安全・安心の確保

や経済的負担を軽減し、福祉の向上を図りました。人生いきいき住宅助成事業

では、住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるようにバリ

アフリー改造に要する経費の一部を助成しました。介護保険利用者助成事業で

は、介護保険制度における訪問介護、通所サービス等を利用する低所得者に対

し、利用料の自己負担の２分の１を助成することにより、経済的負担を軽減し、

介護保険サービスの利用促進を図りました。

１２１ページ。医療助成費は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家

庭等、高齢重度障害者及び子どもの福祉増進を図るための医療費助成事業に要

した経費です。医療費一部負担助成扶助として、高齢期移行者医療を除く医療

費助成制度の対象者に、町単独施策として、自己負担額に係る県福祉医療制度

の一部負担について助成しました。議案資料の２９ページ、３０ページに福祉

医療費の月ごとの実績表や年度比較表をお示ししておりますので、後ほどご参

照ください。

１２７ページ。養護老人ホーム運営費では、入所者の自主性と思いやりの心を

育て、家族との連携を図りながら、地域の人との触れ合いを大切にし、明るく
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楽しく、生き生きとした老人ホームづくりに努めました。令和３年度措置人数

は、月平均４７．０人でした。

１２９ページ。文珠荘管理費では、令和３年１１月から新たな指定管理者メデ

ィカ・ジャパン株式会社による運営が始まり、３か月間の準備期間を経て、令

和４年１月６日にリニューアルオープンしました。クラウドファンディングを

活用し、ライトアップ事業を実施し、３月２５日には点灯式を行いました。

１３２ページ。児童福祉総務費では、児童の健全な育成のため、障がいのある

児童に対して年金の支給、障がいのある児童及び母子・父子家庭への就学援助、

赤ちゃん誕生祝記念品の贈呈をしました。学校教育課における子ども・子育て

支援事業では、福崎町第２期子ども・子育て支援事業計画の進捗状況を確認す

るため、福崎町子ども・子育て会議を開催しました。病気やけがで集団生活が

できない児童と保護者への支援を行うため、神崎郡３町で病児保育事業を行い

ました。保健センターにおける子ども・子育て支援事業では、妊娠期から全て

の子どもと家庭を対象に継続的支援を目指すため設置した福崎町子ども家庭総

合支援拠点の子ども家庭支援員による家庭自立相談の充実を図りました。子育

て世帯生活支援特別給付金給付事業では、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けている低所得の子育て世帯を支援するため、国の施策として、児童等１０

９人に対し、１人当たり５万円を支給しました。子育て世帯等臨時特別給付金

給付事業では、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けている子育て世帯

の生活を支援するため、児童手当特例給付世帯へは町の施策、その他の世帯へ

は国の施策として、児童等１，８０６人に対し、１人当たり１０万円を支給し

ました。

１３７ページ。児童手当費では、次代を担う児童の健全な育成と資質の向上、

家庭生活の安定を目的として、児童１人当たり月額１万５，０００円または１

万円の児童手当を支給しました。また、所得制限を超える場合については、特

例給付として、児童１人当たり月額５，０００円を支給しました。

１３８ページ。保育所費では、福崎町に住所を有し、保護者の就労等の事情に

より町外の保育所を利用した児童の費用について、該当する私立保育所の設置

者に対して費用を支出しました。

同じページ、認定こども園費では、町内及び町外の認定こども園を利用し、就

学前教育・保育を希望する児童のための費用を支出しました。新型コロナウイ

ルス感染症対策として、手洗いや手指消毒、検温等、感染予防対策を徹底し、

教育・保育を実施しました。

１４５ページ。子育て支援施設費では、子育て中の親子が気軽に集い、交流で

きる場を提供し、子育てに関する相談や情報提供を行うことにより、子育ての

孤立化や負担感の軽減を図りました。

１４８ページ。学童保育費では、共働き家庭など、学校から帰宅して誰もいな

い留守家庭の小学生の保護、健全育成を図ることを目的に学校や地域の協力の

下、学童保育を行いました。

次、４款、衛生費です。

１５５ページ。保健衛生総務費では、救急医療体制整備、保健事業協力団体等

への負担金及び補助金と母子保健事業及び食育推進事業など、保健行政に要す

る費用を支出しました。令和元年度から実施をしている保健センターの土曜開

庁も定着し、相談件数も増加してきています。母子保健事業では、健やかに妊

娠期を過ごし、安心・安全な出産を迎え、母子ともに健康に過ごせるよう支援

しました。食育推進事業では、令和３年度に福崎町すこやかヘルスプランを策
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定し、新型コロナウイルス感染症による影響に応じた形で食育事業に取り組み

ました。

１６４ページ。予防費では、住民の健康増進のため、予防的対策として行った

予防接種事業、成人保健事業、自殺対策事業及び新型コロナウイルスワクチン

接種事業の費用を支出しました。予防接種事業では、安全で適切に接種できる

体制を整えるとともに、任意予防接種事業も継続し、感染予防と住民の健康増

進を目指しました。成人保健事業では、６月と７月に町ぐるみ健診を１１日間

実施、また、未受診者を対象に１１月に２日間健診を行いました。自殺対策事

業では、令和３年度に福崎町すこやかヘルスプランを策定し、こころの健康づ

くりを推進するために、相談事業や健康教育を実施しました。

１７２ページ。新型コロナウイルスワクチン接種事業では、希望する１２歳以

上の住民に対し、令和３年５月から優先順位に従ってワクチン接種を実施しまし

た。また、初回接種完了者に令和４年１月から追加接種３回目を実施しました。

新型コロナウイルス小児用ワクチン接種事業では、令和４年３月から小児用ワク

チン接種を始めました。感染した場合の重症化例が少ないことから、残念ながら

多くの方が接種を見送られました。

１７７ページ。公害対策費では、工場等からの公害発生を未然に防止するため、

事業場からの排水調査をするとともに、主要河川の水質調査やゴルフ場からの

周辺環境への影響を監視するため、関係する池や河川の水質を調査しました。

１７９ページ。自然保護費では、自然歩道の補修や維持管理を行いました。ま

た、福崎町自然歩道を歩こう大会は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

し、中止としました。

１８０ページ。し尿処理費では、中播衛生施設事務組合への負担金やし尿くみ

取り業務等、し尿処理に要した費用を支出しました。議案資料の３１ページ、

３２ページに中播衛生施設事務組合の決算概要、分担金表、年度別し尿投入量

集計表をお示ししておりますので、後ほどご参照ください。

１８３ページ。ごみ処理費では、くれさか環境事務組合への負担金やごみ収集

運搬業務とごみ処理に要した経費を支出しました。議案資料の３３ページから

３５ページまでに、くれさか環境事務組合の決算報告書、分担金及び負担金、

令和３年度の実績搬入量表をお示ししております。また、３８ページには、新

しく加入した中播北部行政事務組合会計の決算概要をお示ししておりますので、

ご参照ください。

次、５款、農林水産業費です。

１８７ページ。農業委員会費では、農地法に基づく農地の許認可など法令事務

や、農地の確保と農地利用の最適化の推進に取り組んだ費用を支出しました。

また、農地パトロールを実施し、耕作放棄地面積約１２．６ヘクタール、１８

０筆、１１１人の所有者、耕作者に対し、利用の増進を図るよう、注意や指導

などを行いました。

１８９ページ。農業振興費では、農業の持続的発展を図るため、農業経営を展

開できるように支援するとともに、特産もち麦の産地振興並びに農産物の生

産・供給体制を整え、地産地消を推進しました。農地集積・集約化支援事業で

は、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための人・農地プランを作

成し、農地の集積を行った地域等に対する支援を行いました。中山間地域等直

接支払推進事業では、農業生産条件が不利な中山間地域等において、農地を継

続的に維持管理していく集落を対象に農業生産活動を支援しました。

１９８ページ。多面的機能支払交付金事業では、高齢化の進行、農業の担い手
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不足により集落機能が低下し、適切な維持管理が困難となっている農地・農業用

施設等の地域資源に対し、地域ぐるみで行われる取組を支援しました。環境保全

型農業支払推進事業では、県の認証「ひょうご安心ブランド」を取得している営

農組合等が行う有機農業や緑肥の作付など、化学肥料、化学合成農薬を原則５割

以上低減する環境に優しい営農活動に対して支援を行いました。

２０３ページ。農業構造改善施設運営費は、春日ふれあい会館と春日山キャン

プ場の管理運営と施設修理に要した費用を支出しました。

２０４ページ。水田活用推進対策費の水田活用推進対策事業は、地域の特性を

生かし、戦略作物等の作付を推進し、水田農業経営の安定を図る事業で、３年

以上作物の作付を行っていない農地に主食用米、酒米、麦類、豆類、そば、飼

料作物等を作付した農業者に補助金を交付しました。経営所得安定対策直接支

払推進事業は、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食料自給率の向上

と農業多面的機能を維持することを目的とする事業です。福崎町地域農業再生

協議会を実施主体として位置づけ、補助金を交付しました。

２０６ページ。農地費では、土地改良関係団体等で施工された土地改良等事業

に対し、福崎町農林水産業関係補助金交付規則に基づく補助金並びに県営土地

改良事業負担金を支出しました。

２１０ページ。国土調査費では、国土調査法に基づく地籍調査に要した費用を

支出しました。

２１２ページ。ほ場整備事業費では、高岡福田地区のほ場整備事業に要した費

用を支出しました。

２１４ページ。ため池整備事業費は、水害・地震対策を必要とするため池等の

整備に要した経費です。農村地域防災減災事業では、地震や豪雨等によるため

池等農業用施設の災害を防止し、農村地域の防災力向上を図るための事業を実

施しました。県営・ため池整備事業は、ため池の耐震性に応じて必要な耐震整

備を実施するもので、令和３年度は御親池及び徳ヶ畑上池において廃止工事を

実施しました。

２１６ページ。林業振興費は、森林の有する多面的機能の持続を図るための里

山整備や森林整備、有害鳥獣駆除に要した費用で、松くい虫被害木の伐倒を実

施し、環境保全と景観の改善を図りました。有害鳥獣駆除事業については、福

崎町猟友会と連携して駆除活動を行いました。

次、６款、商工費です。

２２５ページ。商工費では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが

落ち込んだ小規模事業者等を応援するために、町独自の支援制度や県と協調し

た時短営業協力支援対策など、様々な施策を実施しました。

商工総務費では、操業企業との調整や工業団地調整池の維持管理費等を支出し

ました。

２２８ページ。商工業振興費の中小企業振興事業では、新型コロナウイルス感

染症の影響と受けている小規模事業者を支援するため商工会と連携し、なっ得

商品券事業の拡大、中小企業振興資金融資制度の拡充などに取り組みました。

産業活性化緊急支援事業による町内業者の振興を図りました。観光振興事業で

は、新型コロナウイルス退散を願った特別企画として、駅前交流広場にアマビ

エの妖怪ベンチを、八千種地区に初めての妖怪ベンチとなる袖引小僧を設置し

ました。もちむぎのやかた管理事業では、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、もちむぎのやかたへの来客者、特に団体客がなくなり、売上げは減少し

ました。休業要請事業者経営継続支援事業では、兵庫県と協調し、新型コロナ
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ウイルス感染症拡大防止のため、営業時間の短縮に協力された事業者の事業継

続を支援しました。小規模事業者応援事業は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、売上げが減少し、経営に支障を来している小規模事業者に対して、

町独自の支援制度を設けて応援金を支給しました。

２３９ページ。消費者行政費では、新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつ

つ、町民がより安全で安心して生活できるよう、消費者被害を未然に防止する

ための講座を開設し、消費者行政の推進を図りました。

２４２ページ。企業会館運営費では、指定管理者の福崎工業団地協議会に企業

会館の運営及び管理を委託した費用を支出しました。

次、７款、土木費です。

２４５ページ。土木費では、安全で快適な住民生活と活発な経済活動を支える

ため、幹線道路、生活道路の改良及び維持補修を図る等、社会基盤となる道路

や河川等の整備を進めました。また、町の健全な発展と秩序ある整備を計画的

に推進するための都市計画や住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため

の町営住宅の適切な維持管理の費用を支出しました。

道路橋梁総務費では、道路橋梁全般の管理に要する経費で、令和３年度は令和

２年度の道路改良工事による変更箇所を道路台帳に反映するため、図面・調書

等の補正作業を行いました。

２４６ページ。道路改修費は、道路構造物の老朽化、また、交通量増加により

損傷が著しい道路等について、改修、維持補修、清掃作業等により、安全・安

心な生活基盤を維持するために要した経費です。道路維持管理事業では、道路

の維持補修及び街路樹剪定や道路清掃などの美化作業を推進し、通行の安全確

保、交通事故の防止に努めました。

２５０ページ。道路新設改良費では、町道福崎駅田原線及び町道千束新町線の

測量・設計に着手しました。

２５１ページ。橋梁改修費では、橋梁を計画的、効率的に維持管理し、長寿命

化を図るために要した費用を支出しました。令和２年度からの繰越事業と併せ

て、八千種地蔵橋や田口釜之内橋などの橋梁補修事業を実施しました。

２５４ページ。河川改修費では、県河川の美化事業として、県と委託契約を締

結し、市川・七種川の清掃及び草刈り等を実施し、河川環境の美化に努めまし

た。今後も急激な降雨等により土砂が堆積し、河川断面の流下能力が下がるこ

とによって溢水等する可能性があるため、適正な維持管理に努め、災害に強い

まちづくりに努めていきます。

２５５ページ。都市計画総務費では、都市の安全な発展と秩序ある整備、土地

利用の適正化を図るために必要な費用を支出しました。また、都市計画審議会

を４回、福崎町地域公共交通活性化協議会を２回開催し、福崎町の都市計画や

地域公共交通に関する施策などを協議しました。都市計画見直し事業では、都

市計画の見直しや各種計画、検討案の策定などに要した費用を支出しました。

令和３年度は都市計画道路福崎駅田原線の計画変更に伴う都市計画総括図の修

正を行いました。地域公共交通確保維持改善事業では、福崎町及び姫路市の地

域のニーズに合った地域交通を形成するため、福崎町・姫路市連携コミュニテ

ィバスの本格運行を実施しました。

２６０ページ。まちづくり事業費では、ユニバーサル社会の実現や市街地整備

の推進、市街化調整区域における活力維持に向けた検討に要した費用を支出し

ました。特別指定区域制度活用事業では、令和３年度では、西治地区について

兵庫県との協議が整い、令和３年１１月１６日に特別指定区域の変更を行いま
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した。

２６２ページ。公園管理費では、市川河川公園やイーストパーク、ふれあい広

場等の適切な維持管理のための費用を支出しました。併せて、福崎浄化センタ

ー修景施設を改修し、子どもが安心して遊べ、快適に利用できるレクリエーシ

ョンの場を提供しました。令和３年度は、大型トランポリン遊具及びシェルタ

ーを設置しました。

２６５ページ。住宅管理費では、町営住宅の維持管理に要する費用を支出しま

した。令和３年度は山崎団地３棟４戸の解体撤去工事を行いました。３年度末

現在の管理戸数は１５３戸です。空家対策事業では、空き家の実態把握のため、

各集落への空き家情報の照会、空き家の現地確認を行いました。令和３年度は、

空き家バンクの物件登録を５件行い、ホームページ上で入居者の募集を行いま

した。令和３年度末の空き家件数は３６６件です。

次、８款、消防費です。

２７１ページ。常備消防費は、姫路市への消防事務委託に要した経費です。令

和３年中の建物火災発生は５件、救急出動は７２０件でした。

２７３ページ。非常備消防費では、災害から郷土を守るために有事に即応した

新しい知識・技術を取得し、１本部３２分団６００人及び機能別消防団員２５

人の体制で消防施設を効果的に使い、消防活動を行いました。火災・警戒出動

は１，０４８人、訓練等出動は９６９人でした。

２７６ページ。防災対策費では、災害発生時に対処するための費用を支出しま

した。その他、災害発生時及び一般行政広域伝達に利用している移動系防災行

政無線設備の保守点検、兵庫県衛星通信ネットワーク施設・災害対応総合情報

ネットワークシステムの維持管理費、防災備蓄備品の購入などの費用を支出し

ました。

次、９款、教育費です。

２７９ページ。教育委員会費では、教育委員会の会議は定例会を１２回開催し、

教育上の諸問題について審議しました。

２８０ページ。事務局費では、不登校指導員等の配置により、児童生徒の問題

解決に早期に対応するとともに、ＩＣＴ支援員を新たに配置し、学校でのＩＣ

Ｔ活用を支援しました。また、外国語指導助手（ＡＬＴ）は、一時不在の期間

がありましたが、１１月からは２人体制で授業を進めました。

２８３ページ。小学校費は、小学校における義務教育活動の充実と向上を図る

ために要した経費で、老朽化に伴う不良箇所や機器類の修繕を行い、学校施設

の環境改善に取り組みました。自然学校は、町内全小学校５年生２０４人が２

班に分かれ、兵庫県立南但馬自然学校で実施しました。令和３年度も新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施日数を２泊３日に縮小しました。

小学校施設長寿命化改良事業では、令和２年度からの２か年で、福崎小学校北

校舎の長寿命化改修工事を実施しました。

２９０ページ。中学校費は、中学校における義務教育活動の充実と向上を図る

ために要した費用で、老朽化に伴う不良箇所や機器類の修繕を行い、学校施設

の環境改善に取り組みました。中学校施設長寿命化改良事業では、令和４年度

に実施する福崎西中学校並びに福崎東中学校のトイレ改修工事の実施設計を行

いました。小中学校での学校生活は、コロナの影響が続きましたが、手指消毒

やマスクの着用など、感染予防を徹底しながら学校活動を継続しました。

２９６ページ。社会教育総務費は、生涯学習社会の充実、家庭や地域社会にお

ける教育力の向上に資するための社会教育全般にわたる授業の推進、また、青
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少年健全育成活動の推進に要した費用を支出しました。成人式は１月１０日に

開催し、該当者２１６人中１５７人の参加がありました。地域ぐるみ教育支援

事業では、土曜英語教室、サマースクールの教育支援、登下校時の見守り、校

内巡視等により、学校、家庭、地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育て

る学校支援活動に取り組みました。

３０２ページ。公民館費では、老人大学及びサルビアセミナーとも、新型コロ

ナウイルス感染症の収束が見通せないことから、一部の講座については開催す

ることはできませんでした。

３０６ページ。図書館費では、外出自粛が続いたことで、家で過ごす時間が増

えたため、貸出点数は平成１７年の開館以来２番目に多くなりました。

３０８ページ。文化センター管理費では、令和３年度は南側駐車場水銀灯取替

工事や施設利用者にＷｉ－Ｆｉ環境を提供するＬＡＮ配線工事等を実施しまし

た。利用状況は１，３７７件、利用者数は１万７，０８９人でした。

３０９ページ。エルデホール運営費では、令和３年度はメインホールの舞台照

明設備の改修、イベントホール照明設備改修及びホワイエ照明設備改修の３件

を行ったほか、自主公演事業については、感染症対策を十分に行いながら、５

回公演を開催しました。

３１１ページ。研修センター運営費は、文化センターの分館として、社会教育

及び生涯学習の拠点として、安全に快適に利用できるよう管理運営を行いまし

た。利用状況は６５９件で、６，９４７人でした。

３１２ページ。青少年野外活動センター費では、野外活動を通じて青少年の健

全育成を図り、また、地域住民に自然に触れる機会や交流の場を提供するため

の費用を支出しました。利用状況は４２８団体、４，１４４人でした。

３１６ページ。辻川界隈文化振興費は、辻川界隈の文化振興及び文化施設の管

理運営に要した経費で、歴史民俗資料館、柳田國男・松岡家記念館、三木家住

宅の運営及び管理に要した費用を支出しました。歴史民俗資料館運営事業では、

郷土資料を収集・保存し、一般に公開するため、企画展、特別展を実施しまし

た。入館者数は８，５３３人でした。柳田國男・松岡家記念館運営事業では、

柳田國男先生と松岡家の業績を顕彰するため、企画展、記念展を実施しました。

三木家住宅等管理事業では、三木家の歴史や魅力を来館者に伝えるため、公開

イベントを７回実施しました。また、令和２年度に三木家住宅東側に展示兼収

蔵施設を整備し、本年度から利用を開始しました。

３２２ページ。文化財保護費では、文化財保護に要する費用を支出しました。

主な事業は指定文化財等の助成、埋蔵文化財発掘調査、文化財保存活用地域計

画の作成などです。また、文化財審議委員会を開催し、文化財行政について、

専門的な立場から審議をいただきました。福崎町文化財保存活用地域計画を令

和２年度から３か年で作成しています。２年目となった令和３年度では、福崎

町文化財保存活用地域計画協議会において、計画の内容を協議し、素案が完成

しました。

３２６ページ。保健体育総務費では、生涯スポーツ全般の振興と推進に努めま

した。スポーツ競技で優秀な成績を収めた方に贈るスポーツ功績賞を個人１３

人に授与しました。

３３１ページ。給食運営費では、福崎町第２次食育推進計画・健康増進計画に

基づき、安全・安心な地域の食材をできるだけ多く給食に取り入れました。ま

た、福崎町の特産物であるもち麦に親しみ、家庭でも活用してもらえるように、

給食において、もちむぎ麺やもちむぎ精麦を使用した献立を積極的に取り入れ
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ました。給食における地産地消率は４３．０％と、令和２年度より１０．４％

減となりました。

３３４ページ。町民グラウンド管理費では、町民第１・第２グラウンドやスポ

ーツ公園、町民第３グラウンドの維持管理に要した費用を支出しました。町民

の健康づくりとスポーツ活動を行う生涯スポーツの場として利用されました。

３３６ページ。学校施設社会開放費では、生涯スポーツを推進するため、また、

町民のスポーツの場を広げるため、学校施設の社会開放を行いました。体育館、

グラウンド合わせて１，７８０回、４万５，３２１人の利用がありました。

３３７ページ。体育館運営費では、施設において、より安全で効率的なスポー

ツ活動の場を提供するために設備の充実、整備を行いました。

次、１０款、公債費です。

３４１ページ。公債費では、長期借入金の返済額は元金１０億１，２３４万８，

７９３円で、令和３年度借入総額は８億４，９３０万円、令和３年度末現在高

は１１３億４，９４５万７，４４５円となりました。利子は、長期借入金利子

３，６２２万３，７９５円と、年度内に資金不足が生じたために一時借入を行

った利子９万６，００６円です。

次、１１款、予備費です。

３４３ページ。予備費は、予算の範囲内で支出できましたので、充用はありま

せんでした。

次、１２款、災害復旧費です。

３４５ページ。農林水産業施設災害復旧費では、令和３年７月７日から７月８

日の梅雨前線豪雨により、田口と井ノ口で被災した農地２か所の原型復旧工事

を行いました。

以上で、決算報告書での説明を終わります。

ここで、議案第３２号説明資料について、かいつまんで説明いたします。

１ページは、特別会計を含む各会計決算概要と公営企業会計も含む町全体の給

与費明細書です。２ページ、３ページは、前年度決算額との比較です。３ペー

ジ右側には、令和３年度に実施した新型コロナウイルス感染症に関する主な支

援事業と、それを記載した決算報告書のページ番号の一覧ですのでご参照くだ

さい。４ページ、５ページは、それらの事業の一覧表になります。６ページ、

７ページは、歳入歳出の項ごとの決算表です。８ページは、基金の状況です。

一般会計の令和３年度末現在高は、２１億９，６７９万９，５５５円となりま

した。９ページの上段は不用額についてです。不用額は全体で１億９，６６３

万３，８５８円で、資料の１０ページから１６ページまでには、節別それぞれ

の事業ごとに２０万円以上の不用額の金額と理由を説明しておりますので、お

目通しください。９ページの下段は、調定額に対する収入未済額についてです。

調定額に対する収入未済額は、７，８９１万１，１３９円で、対前年度比２，

４０９万６，６０５円の減となりました。資料の１７ページから２７ページま

でに、町税等、町の徴収金の収納状況や不納欠損、滞納等の状況について資料

を添付していますので、ご参照ください。２８ページは、社会保障財源化分の

地方消費税交付金が充てられた社会保障施策に要する経費の一覧です。２９ペ

ージから３８ページまでは、それぞれの事業のところで説明したとおりです。

３９ページから４５ページまでに、まち・ひと・しごと創生総合戦略アクショ

ンプラン進捗管理表をお示ししていますので、ご参照ください。

以上で、議案第３２号の説明を終わらせていただきます。

次に、議案第３３号、国民健康保険事業特別会計決算概要について、ご説明い
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たします。

まず、決算書の国保会計の４２ページをお開き願います。

実質収支に関する調書でございます。歳入総額１９億８，１０５万５，８６４

円、歳出総額１９億６，６５８万２，４００円、差引額、実質収支額ともに１，

４４７万３，４６４円で、うち２万円を繰り越しし、残り１，４４５万３，４

６４円は、令和４年度で基金に積立てしました。

４３ページにつきましては、財政調整基金の保有状況をお示ししております。

決算年度末の現在高は７，２４４万１，４３０円でございます。

次に、決算報告書で概要説明をさせていただきますので、国保会計の１ページ

をお願いします。

本文の１行目からかいつまんで朗読説明をいたします。

国民健康保険制度は、国民皆保険体制の基盤をなす制度ですが、急速な被保険

者の高齢化や医療の高度化による医療費の増加、また、離職者や低所得者が多

いという制度の構造的な問題を抱え、その財政運営は非常に厳しい状態にあり

ます。

令和３年度における制度改正の主なものは、軽減判定基準所得の見直しです。

令和３年１月１日施行の個人所得課税の見直しに伴い、給与所得控除や公的年

金控除から基礎控除への１０万円の振替等を踏まえた国民健康保険税での軽減

判定所得の見直しを行いました。また、町税の納税方式が集合税方式から単税

方式に変更されたことに伴い、国民健康保険税の納期を、これまでの１０期か

ら９期に変更しました。令和３年５月からコンビニエンスストア等で納付でき

るようにもしました。

２ページ。歳入では、１世帯当たりの保険税年額は１５万９８０円、１人当た

りの保険税年額は９万４，８７５円となりました。保険税の収納率は、現年度

９５．２％、滞納繰越分２１．７％、全体では８３．１％となりました。

歳出に入ります。

４ページ。保険給付費は、歳出全体の６９．３％を占めています。対前年度比

はマイナス２．１ポイントとなりました。

５ページ。保健事業費については、特定健康診査については、メタボリックシ

ンドロームに着目し、生活習慣の改善や重症化の予防を目的に実施しました。

健診の周知徹底のため、対象者の氏名を印字した申込書を各世帯に郵送するほ

か、令和２年度にためた健康づくりポイントを健診費用の一部に還元するなど、

受診しやすい環境づくりに努めました。令和３年度の特定健康診査の受診者数

は、集団健診９６１人、個別健診１２３人で、計１，０８４人で、受診率は３

７．０％、前年度に比べ０．４ポイント増加しました。

議案第３３号説明資料の１ページには、２０万円以上の不用額及び保険税収納

状況、２ページから４ページには、決算勘定表、税賦課状況についてお示しし

ておりますので、ご参照ください。

次に、議案第３４号について、ご説明いたします。

決算書の後期高齢者医療事業特別会計の２２ページをお開きください。

実質収支に関する調書でございます。歳入総額３億１０８万８，４５５円、歳

出総額２億９，４３０万３，５９７円、差引額、実質収支ともに６７８万４，８

５８円です。

次に、決算報告書で、概要説明をさせていただきます。

後期高齢者医療事業特別会計の１ページをお願いします。

後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担能力を勘案しつつ、現役世代
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が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで

国民皆保険を引き継いでいく支え合いの仕組みです。

保険料率は、兵庫県内は均一で、２年ごとに改定されます。兵庫県後期高齢者

医療広域連合では、令和２年度に改定され、令和２年、３年度の保険料は均等割

額５万１，３７１円で、令和元年度と比較して２，５１６円の増、所得割率１０．

４９％で、０．３２ポイントの増となっています。賦課限度額は６４万円です。

令和３年度における制度改正の主なものは、国民健康保険事業と同様の軽減判

定基準所得の見直しと、令和３年５月からコンビニエンスストアで保険料を納

付できるようにしたことです。

令和４年３月末の被保険者数は、２，８６２人です。

歳入は、保険料や一般会計からの繰入金等で、繰入金は人件費や事務費、保険

基盤安定負担金に充当します。

歳出は、人件費のほか、事務費等経費、後期高齢者医療広域連合納付金を支出

しました。

議案第３４号資料１ページには、２０万円以上の不用額及び保険料収納状況を、

２ページ、３ページには、給付費の状況等についてお示ししていますので、ご

参照ください。

次に、議案第３５号について、ご説明いたします。

決算書の介護保険事業特別会計の４８ページをお願いします。

実質収支に関する調書でございます。歳入総額１７億５，２９０万７，３４５

円、歳出総額１７億２，３２０万５，７９５円、差引額、実質収支とも２，９

７０万１，５８０円で、うち２万円を繰越金とし、残り２，９６８万１，５８

０円を令和４年度で基金に積み立てました。

４９ページについては、財政調整基金の保有状況をお示しております。決算年

度末の現在高は、６，７４２万６，６３７円でございます。

次に、決算報告書で概要説明をさせていただきます。

決算報告書の介護保険事業特別会計１ページをお願いします。

介護保険事業は、高齢者がいつまでも健康で生き生きと生活を送ることができ

るよう、介護サービス提供体制の充実を図り、安心して安定的にサービスが利

用できるように努めました。

介護保険制度は平成１２年に施行され、令和３年度で２１年が経過しました。

令和３年度は第８期の初年度となります。第８期の主な改正点は、基準月額を

５，７８０円から６，１６０円としたことです。また、所得段階第７段階の基

準所得金額を１０万円、第８段階を２０万円引き上げました。また、消費税率

引上げによる公費を投入して、低所得者の保険料の軽減割合及び所得段階を令

和２年度からさらに拡充し、保険料基準額に対する第１段階の割合を５０％か

ら３０％、第２段階を６５％から５０％、第３段階を７５％から７０％に軽減

しました。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に

対して、保険料の減免を行いました。利用者自己負担割合は所得水準にかかわ

らず原則１割でしたが、平成２７年８月から所得等に応じた負担割合となり、

６５歳以上で一定以上の所得がある方は２割に引上げになりました。さらに、

平成３０年８月からは、現役並み所得者について、負担割合が３割に引き上げ

られました。

２ページ。歳入では、保険料の収納率は現年度分９９．８％、滞納繰越分２８．

８％、全体では９９．３％となりました。令和３年度から保険料の納期を１０

期から９期に変更しました。さらに、コンビニエンスストア等で保険料を納付
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できるようにしました。

歳出です。４ページ。

令和３年度の介護保険給付費は１５億６，８５０万５，２２９円となり、対前

年度比２．９％増加し、サービス別介護保険給付費では、通所介護、訪問介護、

訪問看護等の居宅サービス費が前年度比２．３％増、地域密着型サービス費は

対前年度比６．２％増、施設サービス費は対前年度比３．４％増となりました。

５ページ。介護予防生活支援サービス事業では、要支援１、２と事業対象者の

方に対し、介護予防ケアマネジメントに基づき生活支援サービスを提供しまし

た。新型コロナウイルス感染症拡大の影響がありましたが、生活支援を要する

高齢者は多く、訪問型サービスの需要が高くなりました。

生活支援体制整備事業では、介護予防、生活支援サービスの資源開発等を目的

に活動する組織である生活支援協議体の会議を令和３年度に２回に開催しまし

た。新型コロナウイルス感染症拡大の状況下での介護予防、生活支援サービス

と社会参加について検討しました。また、地域資源の一つである移動販売につ

いてや、コープこうべと社会福祉協議会との共同プロジェクトについても検討

しました。

認知症総合支援事業では、地域包括支援センター職員が認知症の人と、その家

族への相談業務や関係機関の連携支援を行う等、包括的な支援を行いました。

議案第３５号説明資料１ページには、２０万円以上の不用額及び保険料収納状

況、２ページには事業の状況、３ページ、４ページには決算勘定表、５ページ

には月別の給付状況等についてお示ししておりますので、ご参照ください。

以上、議案第３２号から議案第３５号までの４議案について一括説明をさせて

いただきました。よろしくご審議賜り、認定いただきますようお願いいたしま

す。

日程第１１ 議案第３６号 令和３年度福崎町水道事業会計決算認定について

日程第１２ 議案第３７号 令和３年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

日程第１３ 議案第３８号 令和３年度福崎町下水道事業会計決算認定について

日程第１４ 議案第３９号 令和３年度福崎町工業団地造成事業会計決算認定について

議 長 日程第１１、議案第３６号、令和３年度福崎町水道事業会計決算認定について

から、日程第１４、議案第３９号、令和３年度福崎町工業団地造成事業会計決算

認定についてまでの４議案を一括議題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 議案第３６号から議案第３９号までの４議案について、ご説明申し上げます。

この４議案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、

令和３年度の水道事業会計、工業用水道事業会計、下水道事業会計並びに工業団

地造成事業会計の決算について、議会の認定をお願いするものでございます。

議案第３６号、水道事業会計決算からご説明申し上げます。

決算書の１、２ページをお開きください。

水道事業の決算報告書です。この報告書は予算に対する執行実績を示したもの

で、消費税込みで表示をしております。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、水道事業収益、予算額４億３，４１６万９，０００円に対しま

して、決算額４億２，２１５万１，９６７円、予算額と比較して１，２０１万７，

０３３円の減であります。各項の決算額は、１項、営業収益３億２，６２５万７，
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６４６円、２項、営業外収益９，５８９万４，３２１円、３項、特別利益はあり

ませんでした。

支出は、１款、水道事業費用、予算額４億２，８１８万８，０００円に対しま

して、決算額３億９，９８９万５，３３７円、不用額は２，８２９万２，６６３

円となりました。各項の決算額は、１項、営業費用３億７，２７４万５，９０７

円、２項、営業外費用２，３７０万２，２１５円、３項、特別損失は３４４万７，

２１５円でございます。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入は、１款、資本的収入、予算額１，２９０万円に対しまして、決算額１，

４１６万１，３１２円、予算額と比較して、１２６万１，３１２円の増となりま

した。各項の決算額は、１項、補助金１０１万１，６１２円、２項、工事負担金、

１，３１４万９，７００円、３項、返還金はありませんでした。

支出は、１款、資本的支出、予算額１億２，５００万円に対しまして、決算額

９，１３８万７，０９９円、翌年度繰越額８６９万円、不用額は２，４９２万２，

９０１円となりました。各項の決算額は、１項、建設改良費４，６８６万６，６

００円、２項、企業債償還金は４，４５２万４９９円でした。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額７，７２２万５，７８７円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４２６万６００円と過年度分損

益勘定留保資金７，２９６万５，１８７円で補塡をいたしました。

次に、決算の概要をご説明いたします。１３ページをお開きください。

令和３年度は、前年度と比べ、給水量は３．６％の減、給水収益につきまして

はコロナ支援策として実施しました水道基本料金の減免が終了したことから、１

２．２％の増収となりました。給水戸数は８，３０７戸と、前年度より６０戸余

り増加いたしましたが、コロナによる水需要の伸び悩みと上水道を利用する大口

企業が工業用水道に使用を切り替えたことにより、営業用の給水収益が大きく減

収となりました。収益全体では、コロナ禍前の一昨年の水準には届きませんでし

たが、経費削減に努めた結果、純利益を確保することができました。

有収率につきましては、前年度と比べ０．３ポイント下がり、９５．９％とな

りましたが、依然高水準を維持しております。

建設改良事業では、西谷地区配水管の更新工事（その１）が完了しました。ま

た、工業団地配水池加圧ポンプ所と福田水源地を結ぶテレメーターの更新工事を

行いましたが、半導体不足の影響で資材がそろわず、翌年度への繰越工事となり

ました。

委託業務としましては、水道施設の維持管理業務を民間へ委託してから２年が

経過し、期間満了まで残り半年となりました。今後は、次期契約に向けて準備を

進めてまいります。

なお、議案第３６号資料、１、２ページに水道料金及び送配水量の表を添付し

ておりますので、ご参照ください。

次に、決算書１４ページ、（２）は経営指標に関する資料でございます。これ

は、地方公営企業法施行規則が改正され、事業報告書にこの項目が追加されたこ

とにより、今回の令和３年度決算から記載しているものでございます。下の経営

指標の推移の表と併せてご覧ください。

まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度と比べて上昇し、１０５．

７％となりました。健全経営の水準とされる１００％を上回っております。料金

回収率につきましては、前年度と比べ９．４ポイント上昇し、１００．８％とな

りました。１００％を上回っておりますので、事業に必要な費用を給水収益で賄
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えていることになります。また、有形固定資産減価償却率は、償却資産における

減価償却済みの部分の割合を示す比率でございます。令和３年度は４１．８％で、

表では年々比率の向上が見られます。この比率の向上は、老朽化が徐々に進んで

いることを表しておりまして、今後、修繕費などの発生を予想する一つの目安と

なります。一方、管路更新率は、年間の管路更新実績の割合で、令和３年度は０．

３％となっています。本町の管路更新については、近年の下水道面整備工事に合

わせて実施してきた経緯がございまして、比較的新しい管路が多いため、今後、

この指標の大きな伸びは期待できません。

次の１５ページは、建設改良工事の契約内容を、１６、１７ページは給水工事

や保全工事など、１８ページは業務量をお示ししております。

１８ページの業務量①の給水戸数は８，３０７戸で、前年度から６４戸の増。

③の配水総量は２５２万７，２２３立米で、有収率は９５．９％であります。

１９ページには事業収入、２０ページには事業費用を取りまとめております。

２０ページ下の給水原価は、１立米当たり１５２円９６銭、長期前受金戻入を

控除した給水原価は１１７円４９銭、供給単価は１立米当たり１１８円４４銭と

なりました。

２１ページは重要契約の要旨、２２ページは企業債の概要でございます。本年

度の企業債の発行はなく、償還額４，４５２万４９９円で、年度末残高は８億９，

３９２万２，６７０円となりました。

２３ページは、キャッシュ・フロー計算書です。上段、当年度純利益は１，７

９８万９，９８２円。下から３行目、４の資金増減額は３，７５３万２，３６７

円の増。５の期首残高と合わせまして、６の期末残高は９億１，１０２万７，９

４０円となりました。

２４ページからは、収益費用明細書でございます。

まず、収益です。水道事業収益は３億９，１９１万７，１２３円、営業収益は

２億９，６７９万６，１６３円で、主なものは、水道料金２億８，７０２万２，

９３２円や手数料などでございます。水道料金につきましては、前年度は基本料

金の減免を実施したため、令和３年度は増収となっております。中段、営業外収

益は９，５１２万９６０円で、主なものは、長期前受金戻入、分担金などでござ

います。

２５ページからは費用です。

水道事業費用は３億７，３９２万７，１４１円で、うち営業費用は３億６，０

５４万４，６１１円です。主なものは、原水及び浄水費では、水源地の動力費、

配水及び給水費では、２６ページの委託料や県水受水費などでございます。この

受水費につきましては、前年度はコロナ支援策として、県営水道料金を３か月免

除してもらいましたが、令和３年度は免除終了により増となっております。中段、

総係費は３，０６８万５，５３９円で、主なものは職員の給料などでございます。

２７ページでは、減価償却費が２，２６１万６，２３１円となりました。

営業外費用は、支払利息などで１，０２４万５，３１５円、特別損失は弁護士

費用として３１３万７，２１５円を計上しております。

次に、２８ページからは資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入は１，４１６万１，３１２円で、主なものは工事負担金です。

２９ページ、資本的支出は８，７１２万６，４９９円。内訳は西谷地区配水管

更新工事などの建設改良費で４，２６０万６，０００円、企業債償還金は４，４

５２万４９９円となりました。

３０ページは固定資産明細書、３１ページは企業債明細書でございます。
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次に、５ページにお戻りください。損益計算書で、税抜きでの表示となります。

営業収益は、給水収益からその他営業収益までの合計２億９，６７９万６，１

６３円。営業費用は、原水及び浄水費からその他営業費用までの合計３億６，０

５４万４，６１１円。営業利益はマイナス６，３７４万８，４４８円で、前年度

比約２，０００万円損失が減っております。

営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計９，５１２万９６０

円。営業外費用は、支払利息と雑支出を合わせて１，０２４万５，３１５円。差

引き、営業外での利益は８，４８７万５，６４５円で、前年度比約１，８００万

円の減、営業利益と合わせた経常利益は２，１１２万７，１９７円となり、前年

度比では約１４０万円の増となりました。これに特別損失を差し引いた当年度純

利益は１，７９８万９，９８２円で、さらに前年度繰越利益剰余金を加えた当年

度未処分利益剰余金は１億１，５１７万４，５７４円となりました。

６ページは、剰余金計算書です。

まず、資本金の当年度末残高は、前年度末残高と変わらず、１８億７，７０２

万４，３８６円でした。中ほどの列、資本剰余金合計の当年度末残高４億３，５

１４万９，４８１円についても変動はありません。

右から３列目、利益剰余金の未処分利益剰余金は、前年度末残高の１億７，７

１８万４，５９２円に前年度処分額と当年度変動額を差引きしまして、１億１，

５１７万４，５７４円。積立金と合わせた利益剰余金合計は５億６，２５０万９，

１６０円となりました。

そして、資本合計は当年度末残高２８億７，４６８万３，０２７円となってお

ります。

７ページは、剰余金処分計算書です。

当年度未処分利益剰余金１億１，５１７万４，５７４円につきましては、処分

して積み立てることなく、次年度に繰り越したいと考えております。

９ページからは、貸借対照表です。税抜きでの表示となります。

資産の部、固定資産は、有形固定資産で、土地から建設仮勘定までの合計４９

億４，１９９万５，４９１円。無形固定資産はなく、前年度比約１億５，０００

万円の減となりました。詳細は３０ページの固定資産明細書並びに議案第３６号

資料５ページから９ページをご参照ください。

流動資産合計は９億３，９４０万６，６８１円で、資産合計は５８億８，１４

０万２，１７２円。前年度比約１億１，０００万円の減となりました。

１０ページは負債の部で、固定負債は企業債の８億５，４０５万８，８８０円。

流動負債は１年以内に償還する企業債からその他流動負債までを合わせた合計７，

８５７万８，３０１円。繰延収益合計は２０億７，４０８万１，９６４円で、負

債合計は３０億６７１万９，１４５円。前年度比約１億３，０００万円の減とな

りました。

資本の部は、資本金１８億７，７０２万４，３８６円と資本剰余金及び１１ペ

ージの利益剰余金で、資本合計は２８億７，４６８万３，０２７円。前年度比約

１，８００万円の増となりました。

以上、議案第３６号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第３７号について、説明を申し上げます。

工業用水道事業会計、１、２ページをお開きください。決算報告書です。税込

みでの表示となっております。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、工業用水道事業収益、予算額４，６７０万円に対しまして、決
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算額４，６８２万５，５１５円、予算額と比較して１２万５，５１５円の増であ

ります。各項の決算額は、１項、営業収益３，６３９万１，９１０円、２項、営

業外収益１，０４３万３，６０５円です。

支出は、１款、工業用水道事業費用、予算額４，４９９万１，０００円に対し

まして、決算額３，７７２万１，４４７円、不用額７２６万９，５５３円となり

ました。各項の決算額は、１項、営業費用３，３６９万２，４０４円、２項、営

業外費用４０２万９，０４３円です。

３、４ページは、資本的収入及び支出であります。

収入はありません。

支出は、１款、資本的支出、予算額７６０万円に対しまして、決算額７５２万

９，２８９円、不用額７万７１１円となりました。項別の決算額は、１項、企業

債償還金７５２万９，２８９円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額７５２万９，２８９円は、過

年度分損益勘定留保資金で全額補塡をいたしました。

次に、概要の説明を申し上げますので、１３ページをお開きください。

令和３年度の契約水量は、前年度と変わらず日量１，８５０立米で、給水量は

前年度と比べ５．２％増となりました。これに伴い、給水収益も前年度と比べ５．

５％の増収となっております。これは、水道事業決算の概要のところでもご説明

申し上げたとおり、上水道から工業用水道に利用形態を変更した企業の影響によ

るものと考えております。また、有収率は１．２ポイント減少しましたが、９６．

８％と依然高い水準で推移をしております。純利益は、前年度と比べ９０．０％

と大きく伸び、継続して安定した黒字を確保しております。

資本的支出の企業債償還金は、元金償還の据置期間が終了した企業債の影響で、

前年度と比べ７８．７％と大きく増加をしております。

建設改良事業は、今年度は実施しておりません。

議案第３７号資料、１、２ページには、工業用水道料金及び使用水量に係る資

料を添付しておりますので、ご参照ください。

次に、決算書１４ページ、（２）は経営指標に関する事項でございます。下の

経営指標の推移の表と併せてご覧ください、

まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度と比べて上昇し、１２６．

５％となりました。健全経営の水準とされる１００％を上回っております。料金

回収率につきましても、前年度と比べ大きく上昇し、１３７．４％となりました。

また、有形固定資産減価償却率は４７．９％と年々比率の向上が見られ、老朽化

が進んでおります。加えて、管路更新率が近年０％であることから、今後は計画

的な施設の更新を進める必要があります。

１５ページは保全工事の契約内容と業務量、１６ページは事業収入及び事業費

用を取りまとめております。また、下段の給水原価は、１立米当たり５８円９９

銭、長期前受金戻入を控除した給水原価は４１円１７銭、供給単価は５６円５７

銭となりました。

１７ページは企業債の概要で、本年度の発行額はなく、償還額７５２万９，２

８９円、年度末残高は２億５，２１５万５，４８８円となりました。

１８ページは、キャッシュ・フロー計算書です。上段の当年度純利益は９１０

万４，００３円。下から３行目、４の資金増減額は１，１１３万３，５２８円の

増で、５の期首残高と合わせまして、６の期末残高は１億３，３４３万５，５４

１円となりました。

１９ページからは、収益費用明細書でございます。
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収益は、工業用水道事業収益が４，３５１万７，１６６円。営業収益は３，３

０８万３，５６１円で、水道料金と受託工事収益です。営業外収益は１，０４３

万３，６０５円で、主なものは長期前受金戻入です。

２０ページからは費用です。

工業用水道事業費用は３，４４１万３，１６３円。営業費用は３，２９７万４，

３５０円で、主なものは送水及び配水費と２１ページの減価償却費です。営業外

費用は、支払利息１４３万８，８１３円となっております。

２２ページからは、資本的収入及び支出明細書です。

資本的収入はありません。

２３ページの資本的支出は７５２万９，２８９円で、企業債償還金でございま

す。

２４ページは固定資産明細書、２５ページには企業債明細書を記載しておりま

す。

次は、決算書５ページにお戻りください。損益計算書でございます。税抜きで

の表示となります。

営業収益は給水収益と受託工事収益で、合計３，３０８万３，５６１円。営業

費用は、送水費及び配水費から減価償却費までの合計３，２９７万４，３５０円

で、営業利益は１０万９，２１１円となりました。

営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計１，０４３万３，６

０５円。営業外費用は支払利息で１４３万８，８１３円で、差引き、営業外での

利益は８９９万４，７９２円、経常利益は９１０万４，００３円となりました。

当年度純利益は、経常利益と同額で、これに前年度繰越利益剰余金を加えた当

年度未処分利益剰余金は５，４７９万５９円となりました。

６ページは、剰余金計算書です。

資本金５，０９５万２，８１４円。資本剰余金合計１億５，５５６万７，１１

１円は、前年度と変動ありません。利益剰余金合計は、利益積立金、建設改良積

立金、未処分利益剰余金を合わせ、当年度末残高は８，６０４万７，４５２円。

資本合計は２億９，２５６万７，３７７円となりました。

７ページは、剰余金処分計算書です。

当年度未処分利益剰余金５，４７９万５９円につきましては、処分して積み立

てることなく、次年度に繰り越したいと考えております。

９ページは、貸借対照表です。税抜きでの表示となります。

資産の部、固定資産は有形固定資産で、土地から機械及び装置までの合計７億

２，３１１万６１５円。前年度比で約１，８００万円の減となりました。詳細に

つきましては、２４ページ、固定資産明細書並びに議案第３７号資料、３、４ペ

ージをご参照ください。

流動資産は、現金預金で、未収金はなく、１億３，３４３万５，５４１円。資

産合計は８億５，６５４万６，１５６円で、前年度比約８００万円の減となりま

した。

１０ページは負債の部で、固定負債は企業債２億４，３７８万２，２４７円。

流動負債は１年以内に償還する企業債などで、合計１，０６１万８，９４０円。

繰延収益合計は３億９５７万７，５９２円で、負債合計は５億６，３９７万８，

７７９円、前年度比で約１，８００万円の減となりました。

資本の部は、資本金５，０９５万２，８１４円と資本剰余金及び１１ページの

利益剰余金で、資本合計は２億９，２５６万７，３７７円、前年度比で約９００

万円の増となりました。
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以上、議案第３７号の説明とさせていただきます。

議 長 提案説明の途中ですが、しばらく休憩をいたします。

再開を１３時といたします。

◇

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

◇

議 長 会議を再開いたします。

上下水道課長 引き続きまして、議案第３８号について、説明を申し上げます。

下水道事業会計決算書１、２ページをお開きください。決算報告書です。税込

みでの表示となります。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、下水道事業収益、予算額１３億１，９７４万８，０００円に対

しまして、決算額１２億９，０４４万２，６５１円、予算額と比較して２，９３

０万５，３４９円の減であります。各項の決算額は、１項、営業収益４億２，３

６９万３，９１０円、２項、営業外収益８億６，６７４万８，７４１円です。

支出は、１款、下水道事業費用、予算額１３億５０１万７，０００円に対しま

して、決算額１２億９，４７３万１，４３６円、不用額は１，０２８万５，５６

４円となりました。各項の決算額は、１項、営業費用１１億７，３００万５，５

７６円、２項、営業外費用１億２，１７２万５，８６０円であります。なお、減

価償却費に充てるため、下水道事業基金を５，４３８万４，９７６円取り崩し、

５万５，１６２円を積み立ていたしました。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入は、１款、資本的収入、予算額１０億３，３５７万８，５００円に対しま

して、決算額６億４，１７６万１，４５０円、予算額と比較して３億９，１８１

万７，０５０円の減となりました。各項の決算額は、１項、企業債３億６，５３

０万円、２項、出資金６，６８０万円、３項、補助金１億８，８５７万２，２５

０円、４項、負担金２，１０８万９，２００円であります。

支出は、１款、資本的支出、予算額１４億６，７３５万７，０００円に対しま

して、決算額１０億４，８７６万８，１６９円、翌年度への繰越額は４億１，１

７０万円で、不用額は６８８万８，８３１円となりました。各項の決算額は、１

項、建設改良費４億５，４９５万２，９３８円、２項、固定資産購入費２１万４

５０円、３項、企業債償還金５億９，３６０万４，７８１円です。なお、資本的

収入額が資本的支出額に不足する額４億７００万６，７１９円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額１，８９４万８，３５７円。過年度分損益勘

定留保資金６１万９，３２５円、当年度分損益勘定留保資金３億８，５１３万２，

１８４円、繰越利益剰余金２３０万６，８５３円で補塡をいたしました。

次に、決算の概要をご説明申し上げます。

１３ページをお願いいたします。

令和３年度の処理状況は、処理区域内人口１万８，７１７人で、汚水処理人口

普及率は１００％、水洗化率は８１．０％で、前年度比べ、０．６ポイントの増

となりました。しかしながら、有収水量は前年度比０．３％の減、使用料収入に

ついてはほぼ同額となっております。

事業経営につきましては、令和４年度から１０年間を計画期間とする経営戦略

を策定し、今後は農業集落排水の公共下水道への統合や下水道使用料の適正化を

目指して事業運営を行っていきます。
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建設改良事業においては、雨水整備として、繰越事業でありました川すそ雨水

幹線工事（その１０）が完了し、引き続き、同工事（その１１）に着手をいたし

ました。また、同様に繰り越した直谷第２雨水幹線工事（その１）も完了し、引

き続き同工事（その２）に着手をしております。

管路改良事業では、マンホールポンプの通報装置改築工事、処理場改良事業で

は、福崎浄化センターにおいて、膜カートリッジの更新を行いました。

議案第３８号資料では、１、２ページに下水道使用料及び処理水量の表を添付

しておりますので、ご参照ください。

決算書１４ページ下段（２）は、経営指標に関する事項です。１５ページ上段

の表と併せてご覧ください。

まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度と比べて低下し、９８．

４％となりました。経常収益に対して経常費用が上回り、単年度収支が赤字にな

ったことによるものでございます。これは、前年度まで収益的収入で受け入れて

おりました基準外繰入金の一部を資本的収入の出資金に組み替えたことによりま

して、経常収益が減となったことが要因であります。組み替えた繰入金は、会計

上望ましい処理とされる企業債の元金償還金に充てることといたしました。この

結果、資本的収支の不足額も予定より減っております。

次に、経費回収率につきましては、経費削減に努めた結果、前年度と比べ上昇

し、９２．３％となりました。しかしながら、依然１００％を下回っております

ので、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われていることになりま

す。

また、有形固定資産減価償却率は１８．０％、管渠改善率は０％で、比較的新

しい施設や管渠であることから、このような結果となっております。

次の１６ページから１８ページは建設改良工事の契約内容、１９ページから２

１ページは保全工事を、２２ページは業務量で、各項目において全体とセグメン

トごとの数値を記載しております。

人口ベースの水洗化率は８１．０％、接続戸数ベースの接続率は８０．７％、

有収率は９８．１％となりました。

２３ページは事業収入、２４ページは事業費用となっております。下段の汚水

処理原価は、１立米当たり５２７円、使用料単価は１５５円となりました。

２５ページ、２６ページは重要契約の要旨。

２７ページは企業債と一時借入金の状況でございます。企業債の令和３年度発

行額は３億６，５３０万円、償還額は５億９，３６０万４，７８１円で、年度末

残高は９２億３，２７８万９，６６１円となりました。一時借入金については、

１億３，０００万円を借り入れましたが、年度内に返済は完了しております。

２８ページは、キャッシュ・フロー計算書です。上段、当年度純損失を計上し

ておりまして、１，９７２万９，１２１円。下から３行目、４の資金増減額は１，

３７６万６，１１２円の増で、５の期首残高と合わせまして、６の期末残高は１

億７，８１９万８，４６１円となりました。

２９ページからは、収益費用明細書です。

まず、収益では、下水道事業収益は１２億５，１０７万５，２９５円、営業収

益は３億８，７４８万４，９３２円で、主なものは、下水道使用料３億６，２０

８万９，９３２円や雨水整備事業に係る一般会計からの負担金などでございます。

中段、営業外収益は８億６，３５９万３６３円で、主なものは、汚水事業に係る

一般会計負担金や補助金及び長期前受金などでございます。この長期前受金戻入

につきましては、前年度比約２億８，３００万円の増となっております。これは、
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費用において資産減耗費が大きく増となったことが影響をしております。企業団

地の旧汚水管閉塞工事が完了し、資産価値を多く残しておりました受贈財産を除

却したことで、これに対応した長期前受金戻入の額が増加をいたしました。

次に、３０ページからは費用でございます。

下水道事業費用は１２億７，０８０万４，４１６円。うち営業費用は１１億５，

２１２万４，６２３円で、内訳の主なものは、管渠費、処理場費、次のページの

総係費や３２ページの減価償却費、資産減耗費などでございます。資産減耗費約

３億１，３００万円の増は、先ほど説明をいたしました企業団地旧汚水管の除却

によるものでございます。営業外費用につきましては企業債の支払利息などでご

ざいます。

３３ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入は６億４，１７６万１，４５０円で、内訳は、企業債３億６，５３

０万円、一般会計からの出資金６，６８０万円、国庫補助金１億８，８５７万２，

２５０円、負担金２，１０８万９，２００円となっております。

３４ページ、資本的支出は１０億１，０８７万８，５２２円。内訳は、建設改

良費では汚水の管路整備費や管路改良費及び雨水の管路整備費、そして、次のペ

ージの処理場改良費、さらに企業債償還金などが主な支出であります。

３６ページは固定資産明細書、３７ページからは企業債明細書で、全体の未償

還残高は４８ページ最下段の９２億３，２７８万９，６６１円でございます。

また、５０ページには、各セグメントごとの情報を記載しております。

次は、５ページにお戻りください。損益計算書です。税抜きでの表示となりま

す。

営業収益は、下水道使用料からその他営業収益までの合計３億８，７４８万４，

９３２円。営業費用は、管渠費から資産減耗費までの合計１１億５，２１２万４，

６２３円で、営業利益はマイナスの７億６，４６３万９，６９１円となり、前年

度から約３億１，７００万円損失が増えております。営業外収益は、受取利息及

び配当金から雑収益までの合計８億６，３５９万３６３円。営業外費用は、支払

利息などで、１億１，８６７万９，７９３円、差引き、営業外での利益は７億４，

４９１万５７０円で前年度比約２億６，３００万円の増。営業利益と合わせた経

常利益はマイナスの１，９７２万９，１２１円となり、前年度比で約５，３００

万円の減となりました。

当年度純利益は、経常利益と同額で、これに前年度繰越利益剰余金を加えた当

年度未処分利益剰余金は、６，１５９万３，５５５円となっております。

６ページは、剰余金計算書です。

最下段の当年度末残高は、資本金では一般会計からの出資を受け入れ、１１億

３，９２３万４０３円。資本剰余金合計は、期首残高と変わらず、３億６，５１

３万４，８５６円。利益剰余金合計は、繰越利益剰余金に当年度の損失を差し引

いて、６，１５９万３，５５５円。資本合計は１５億６，５９５万８，８１４円

となりました。

７ページは、剰余金処分計算書です。

当年度未処分利益剰余金６，１５９万３，５５５円につきましては、処分して

積み立てることなく、次年度に繰り越したいと考えております。

９ページからは、貸借対照表です。税抜きでの表示となります。

資産の部、固定資産は、有形固定資産で、土地から建設仮勘定まで合計１７４

億１，３２６万３，３２７円。固定資産合計は１７５億３，３９６万９，０７５

円で、前年度と比較しまして、約５億２，０００万円の減となりました。詳細は
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３６ページ、固定資産明細書並びに議案第３８号資料５ページから９ページをご

参照ください。

流動資産合計は１億９，３８３万９，０８９円で、資産合計は１７７億２，７

８０万８，１６４円、前年度比で約５億２，０００万円の減となりました。

１０ページは負債の部で、固定負債は、企業債で８６億３，８９６万３，４４

３円。中段の流動負債合計は７億１，２９７万１，６８５円。繰延収益合計は６

８億９９１万４，２２２円。負債合計は１６１億６，１８４万９，３５０円で、

前年度比約５億７，０００万円の減となりました。

資本の部は、資本金１１億３，９２３万４０３円と資本剰余金及び１１ページ

の利益剰余金で、資本合計は１５億６，５９５万８，８１４円。前年度比で約５，

０００万円の増となりました。

以上、議案第３８号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第３９号について、説明を申し上げます。

工業団地造成事業会計決算書、１、２ページをお開きください。決算報告書で

す。税込みでの表示となります。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、工業団地造成事業収益、予算額９億１４０万円に対しまして、

決算額８億９，９２４万５，２３４円で、予算額と比較して２１５万４，７６６

円の減であります。項別の決算額は、１項、営業収益８億９，９２４万５，２３

４円であります。

支出は、１款、工業団地造成事業費用、予算額８億８，７８０万円に対しまし

て、決算額８億７，６３２万８，９１５円、不用額は１，１４７万１，０８５円

となりました。各項の決算額は、１項、営業費用８億７，６３２万８，９１５円

でございます。

３、４ページは、資本的収入及び支出でございます。

収入はありません。

支出は、１款、資本的支出、予算額１０億２，１９９万１，０００円に対しま

して、決算額９億３，９３６万２，８６７円、不用額は８，２６２万８，１３３

円となりました。各項の決算額は、１項、東部工業団地造成事業費３億３，９３

６万２，８６７円、２項、企業債償還金６億円、３項、他会計長期借入金償還金

はありませんでした。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額９億３，

９３６万２，８６７円は、過年度分損益勘定留保資金６，５５４万１，８３６円、

当年度分損益勘定留保資金８億７，３８２万１，０３１円で補塡をいたしました。

次に、概要の説明を申し上げますので、１２ページをお開きください。

工業団地造成事業は、令和元年度から東部工業団地にて造成事業を開始いたし

ました。令和３年度は敷地造成工事が全て完了し、２社に対して約３．２ヘクタ

ールの企業用地を売却いたしました。また、関連工事としまして、イーストパー

クの駐車場及び公衆トイレの整備工事を実施いたしました。

経理状況は、収益的収支で２，２９１万６，３１９円の営業利益を計上するこ

とができました。

なお、予定していた事業が全て完了したことから、令和３年度をもって工業団

地造成事業を終了し、工業団地整備室を廃止いたしました。

なお、議案第３９号資料では、完成平面図を添付しておりますので、ご参照く

ださい。

１３ページは、造成工事や付帯工事の契約内容、下段には事業収入及び事業費

用を記載しております。
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１４ページは、重要契約の要旨や企業債、一時借入金の概要など、１５ページ

にはキャッシュ・フロー計算書をお示ししております。最下段の６資金期末残高

は、事業が終了したため０円となっております。

１６ページは、収益費用明細書です。税込みでの表示となります。収益、工業

団地造成事業収益は、営業収益で８億９，９２４万５，２３４円。下は費用です。

工業団地造成事業費用は、営業費用で８億７，６３２万８，９１５円となりまし

た。

１７ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。資本的収入はありませ

ん。

１８ページの資本的支出は、９億３，９３６万２，８６７円。内訳は東部工業

団地造成工事費３億３，９３６万２，８６７円や企業債償還金６億円となってお

ります。

１９ページには、固定資産明細書と企業債明細書を記載しております。それぞ

れ年度末の残高は０円であります。

次は、決算書５ページにお戻りください。損益計算書です。税込み表示でござ

います。

営業収益は、土地売却収益で８億９，９２４万５，２３４円、営業費用は、土

地売却原価と一般管理費の合計８億７，６３２万８，９１５円で、差引き、経常

利益は２，２９１万６，３１９円となりました。当年度純利益は同額で、前年度

繰越利益剰余金と合わせた当年度未処分利益剰余金は、２，０９９万５，８９５

円となっております。

６ページは、剰余金計算書です。一般会計に出資の返還や利益剰余金の配当を

行いまして、最終的には資本合計を０円としております。

７ページは、貸借対照表です。税込み表示となります。

資産の部、固定資産及び土地造成はありません。流動資産は現金預金のみで、

資産合計２，２９９万５，８９５円となっております。

８ページは負債の部で、固定負債、流動負債、繰延収益ともにありません。資

本の部は、資本金と剰余金で、合わせて資本合計は２，２９９万５，８９５円と

なり、全てを一般会計への配当としております。

そして、会計を閉鎖するに当たり、次の９ページ、１０ページの貸借対照表で

は、最終的な資産状況として、ゼロで締めくくっております。

以上、議案第３９号の説明とさせていただきます。

４議案ともよろしくご審議賜り、認定いただきますようよろしくお願い申し上

げます。

議 長 令和３年度全会計の決算につきましては、先般、監査委員による決算審査が行

われ、その意見書が提出されております。

決算審査意見書について、監査委員の説明を求めます。

代表監査委員 それでは、令和３年度福崎町決算審査意見書について、ご説明を申し上げます。

意見書は、１部は、一般会計、特別会計、基金運用状況、次に、公営企業会計、

３つ目に健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書、３通を提出しております。

初めに、一般会計、特別会計、基金運用状況について、ご説明申し上げます。

ちょっとめくっていただきまして、１ページでございます。

審査の対象は令和３年度福崎町一般会計歳入歳出決算、同じく国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算、後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算、介護保険

事業特別会計歳入歳出決算、基金運用状況、これは用品調達基金、土地開発基金

についてでございます。実施の日は、令和４年８月３日、４日、５日、８日、１
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０日、５日間でございます。審査の着眼点及び実施内容は、意見書に記載のとお

りでございます。審査の結果ですけれども、福崎町監査基準に基づき審査した限

りにおいて、審査の対象となった一般会計、特別会計、歳入歳出決算書等の記載

事項は、いずれも法令に適合しており、その計数は正確であると認めました。な

お、事務処理については、一部について、例月出納検査や定期監査で指摘してい

ますが、おおむね良好であると認めました。また、基金は、その目的に沿って確

実かつ効率的に運用されており、計数は正確であると認めました。

次の２ページから１７ページにつきましては、決算の概要を記載しております

けれども、会計管理者の説明と重複しますので、説明は省略させていただきます。

またご覧ください。

次に意見ですけれども、１８ページの第７、審査の意見のところをご覧いただ

きたいと思います。

まず１番目、町税についてですけれども、令和３年度の町税収入は、前年度と

の比較で、１，０２６万１，６６３円増加しております。個人町民税ほかの詳細

につきましては、そこの２行目から９行目辺りに記載しておりますので、またご

覧ください。もう１回飛びますけれども、１２行目辺りですけれども、福崎町は

数年にわたりまして、兵庫県個人住民税整理回収チームの派遣を受けて、滞納防

止や徴収への取組が強化された結果、滞納整理対策委員会における関係各課の間

の連携も定着してきて、全体的な対応力も向上していると見ております。また、

積極的な滞納処分を行う一方で、滞納者の実情に即した対応を行い、直近１０年

間におきましては、滞納繰越金額は徐々に減少しております。それぞれの滞納案

件について細かな分析がなされ、緻密に対応されてきた結果だと感じております。

今後とも、より一層の取組を期待いたします。

次に、１９ページをご覧ください。

情報管理についてです。

町としての個人情報を含めた情報管理につきましては、内部で一定のルールを

定めて厳格な運用を行っておられ、関係者に対しても厳正な取扱いを指導されて

おります。また、定期的にセキュリティー対策の向上にも努められておることを

確認いたしました。最近、兵庫県内におきまして、個人情報の流出に関わる事案

が相次いでおります。町における情報管理については、今後とも、慎重かつ厳正

な対応を要望いたします。

基金につきましてです。

福祉基金及び農業農村活性化基金については、昨年度も申し上げております。

これらの基金につきましては、早期に方向性を検討されることを要望いたします。

また、教育奨励基金など、長期間にわたりまして主立った増減のない基金もござ

います。それぞれの基金の在り方を決めまして、基金の設置目的に照らして、有

効な活用方法を検討されるように要望いたします。

次に４番目、文珠荘についてですけれども、冒頭の部分はちょっと省略させて

いただきまして、いろいろ厳しい状況の中ではございますけれども、文珠荘の設

置目的である町民福祉の向上、並びに世代間交流、及び地域間交流の増進を図る

ため、今後とも利用者にとってよりよいサービスを追求し、かつ持続可能な施設

運営に努められることを期待いたします。

次、５番目でございます。ごみ減量に向けた取組についてでございます。くれ

さかクリーンセンターにおける可燃ごみの焼却は令和３年度末で終了ということ

になってございます。令和４年度からは、姫路市市川美化センターに委託された

ことにより、ごみ処理に関わるコストの増大が予想されます。また、神崎郡３町
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での次期ごみ処理施設の建設に向けた検討も進められているところでございます。

そのような中、財政面から、また、環境面からもごみ減量に向けた取組は喫緊の

課題であると思われます。現在、環境保護とか、可燃ごみ減量化のための補助等

が実施されておりますが、近年、町の可燃ごみ処理量は下げ止まっている状況で

あるため、早急に他の具体的な対応策を検討されることを期待いたします。

次に、２０ページをご覧ください。

決算報告書及び関係書類につきまして、町が作成されている決算報告書及び関

連書類につきましては、ちょっと飛びますけども、各年度の町政運営を理解する

ための一助として、非常に有効なものであると認識しております。また、読み手

にとって分かりやすい表記、参考図表の添付等もなされており、令和２年度に比

べて、さらなる改善が見られております。しかしながら、誤字脱字等の軽微な誤

りを含め、表現等に訂正を要すると思われる箇所も審査の時点では散見されてお

ります。これらの細かいことを全部なくすことは困難であると思いますけれども、

今後とも、読み手にとって、町民にとって、より分かりやすいものになるように

改善を心がけていただきたいと思います。

次に、２つ目の公営企業会計についてでございますけれども、これの１ページ

をご覧ください。

審査の対象は、令和３年度の福崎町水道事業会計決算、工業用水道事業会計決

算、下水道事業会計決算、工業団地造成事業会計決算でございます。審査の実施

日は、令和４年８月８日でございます。審査の着眼点及び審査内容については、

記載のとおりでございます。審査の結果、福崎町監査基準に基づき審査した限り

におきまして、審査の対象になった各公営企業会計決算書等の記載事項は、いず

れも地方公営企業法、その他関係法令に準拠して作成されており、その計数は正

確であると認めました。

次に、各会計に関する意見ですが、水道事業会計につきましては、令和３年度

決算において、当年度純利益は１，７９８万９，９８２円となってございます。

事業の詳細は、先ほどの担当課からの説明、及び２行目から６行目に記載してお

りますので、お目通しください。

ちょっと行が飛びますけれども、いろいろな取組の結果、給水収益全体では、

令和元年度の水準には届きませんでしたが、年間を通じて経費削減に取り組まれ

た結果、経常利益、当年度純利益とも黒字を維持しております。

２ページをご覧ください。

水道事業では、人口減少となる中、安定した経営と安全で安心な水道水の供給

を維持していくため、平成３０年度に１０年間を計画期間とする水道ビジョン・

経営戦略を策定しております。この辺の流れにつきまして、令和３年度も経費削

減に取り組まれた結果、経常収支比率は１０５．７％となりました。前年に引き

続きまして、健全な経営がなされているのではないかと感じております。これら

の経営戦略等に掲げる計画の実現には、毎年度の決算と計画の乖離を分析して、

適切な見直しと効率的かつ堅実な経営を継続していく必要がございます。今後と

も、費用対効果とコスト縮減を意識して、長期にわたり持続可能な経営に努めて

いただきたいと思います。

次に、工業用水道事業会計に対する意見は、令和３年度決算におきましては、

当年度純利益は９１０万４，００３円となってございます。若干飛びますけれど

も、経常利益、当年度純利益ともに黒字を維持しております。工業用水道事業に

おきましても、水道事業と同様、平成３０年度に１０年間を計画期間とする経営

戦略を策定しております。令和３年度決算におきましては、数値は経営戦略に掲
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げるレベルをおおむね達成しており、経常収支比率は１２６．５％ということに

なりました。前年度に引き続き健全な経営がなされているのではないかと感じて

おります。経営戦略に掲げる計画の実現につきましては、先ほどの水道事業と同

様、今後とも費用対効果とコスト縮減を意識しつつ、長期にわたり持続可能な経

営に努めていただきたいと思います。

次に、下水道事業会計に対する意見ですけれども、令和３年度決算におきまし

て、当年度純利益は１，９７２万９，１２１円の赤となってございます。この辺

の状況につきましては、先ほどの担当課からの説明にあったとおりでございます。

収益向上のためには、下水道の接続率及び有収率を向上させていくことが必要と

なります。令和３年度には、接続推進活動に引き続いて、戸別訪問できなかった

公共下水道区域並びに農業集落排水区域の建物の町外所有者を対象に調査が実施

されています。その辺のところで、今後とも継続的に取組を実施し、接続率の向

上及び有収率の維持に努めていただきたいと思います。

下水道事業につきましては、平成２８年度に策定した経営戦略が５年目を迎え

るということから、令和３年度に計画を見直し、新たに１０年間を計画期間とす

る経営戦略を策定しております。この経営戦略に掲げる経営に実現につきまして

は、先ほどの水道事業と同様、今後とも費用対効果とコスト縮減を意識しつつ、

長期にわたり持続可能な経営に努めていただきたいと思います。

次に、３ページをご覧ください。

工業団地造成事業会計に対する意見ですけれども、工業団地造成事業は、東部

工業団地の拡張を目的に、令和元年度から事業を始めております。令和３年度に

は敷地造成工事が完成し、約３．２ヘクタールの企業用地を売却しました。

なお、予定していた事業が全て終了したことから、令和３年度をもって工業団

地事業を終了しております。本事業が滞りなく終了したことにつきましては、多

くの関係者による多大なる努力の成果であると感じております。これらの経験は

町の大きな財産になり得ると思いますので、今後の様々な業務に生かしていただ

きたいと考えております。

なお、公営企業の業務実績等は、４ページから１３ページに記載しております

が、担当課の説明と重複するところが多いため、説明を省略させていただき、後

日、見ていただきたいと思います。

次に、健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書ですが、別冊子の１ページ

をご覧ください。

審査の対象は、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

です。審査の期間は、令和４年８月１０日でございます。審査の着眼点、実施内

容については、記載のとおりでございます。審査の結果は、福崎町監査基準に基

づき審査した限りにおいて、審査の対象となった健全化判断比率は、法令の規定

に従って適正かつ正確に算定されているものと認めました。また、算定の基礎と

なる事項を記載した書類は、法令に従い正確に作成されているものと認めました。

この辺の内容につきましては、担当課からの先ほどの報告にあったとおりでご

ざいます。実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字が発生しませんでしたので、

算出されませんでした。実質公債費比率は９．８％で、早期健全化基準の２５％

を下回っていると。将来負担比率におきましても、６０．３％ということで、前

年から見ても改善がなされており、早期健全化基準の３５０％を下回っておりま

す。

これに対する意見ですけれども、ちょっと長くなりますけれども、健全化判断

比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字が発生していないため算出
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されておりません。実質公債費比率は９．８％、将来負担比率は６．３％という

ことで、いずれの指標も早期健全化基準を下回っており、令和３年度における本

町の指標は良好であると言えます。

しかしながら、昨年の意見書でも申し上げましたこととちょっと重複いたしま

すけれども、一つ、本町が有する各施設は老朽化が進んでおり、中長期的には、

それらの施設をどのように更新していくかという課題を抱えております。中播消

防署に関しては、施設の老朽化に伴い、建て替えを検討されているところでござ

います。また、ごみ処理に関しましては、先ほど申しましたけれども、くれさか

による可燃ごみの焼却が令和３年度末で終了、令和４年度から市川美化センター

に委託したことから、経費の増加が予想されると。さらに、神崎郡３町におきま

して、令和１０年度の稼働を目指した新たなごみ処理施設の建設に向けた取組が

進められておりまして、今後、多額の投資が必要となると思います。そのような

中、公債費に関しましては、福崎駅周辺整備に関わる元利償還金等の返済が始ま

り、公債費の高止まりが予測されます。

このような状況を踏まえて、財政の推移を想定しつつ、どのような対応をして

いくのかという計画をできる限り早期にまとめる必要があるのではないかと思い

ます。

実質公債費比率、及び将来負担比率とも、近年、数値は改善傾向にあります。

しかし、この数値に一喜一憂することなく、各事業の実施に当たっては、堅実か

つ適正に進められるとともに、今後とも長期にわたり持続可能な財政運営に努め

ていただきたいと思います。

最後に、資金不足比率ですけれども、６ページをご覧ください。

審査の対象は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類でご

ざいます。審査の期間は、令和４年８月１０日でございます。着眼点及び実施内

容は記載のとおりです。審査の結果は、福崎町監査基準に基づき審査した限りに

おきまして、審査の対象となった資金不足比率は、法令の規定に従って適正かつ

正確に算定しているものと認めました。また、算定の基礎となる事項を記載した

書類は、法令に従い正確に作成されているものと認めました。

審査の意見は、各公営企業会計のいずれにおいても資金不足が発生しなかった

ため、資金不足比率は算出されませんでした。今後とも長期にわたり、持続可能

な財政運営に努めてください。

なお、各公営企業会計の資金不足比率の推移につきましては、７ページから１

０ページに記載しておりますので、後でご覧いただきたいと思います。

以上で審査意見書に関しての説明を終わります。ありがとうございました。

日程第１５ 議案第４０号 福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議 長 日程第１５、議案第４０号、福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

総 務 課 長 議案第４０号、福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について、ご説明申し上げます。

議案説明資料の１ページをお願いいたします。

ページの左側は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び改正民間育児・介

護休業法の一部を改正する法律が、令和４年５月２日に交付されましたことを



－40－

受け、総務省が同日付で地方公共団体等に向け発出した通知の資料でございま

して、改正法の概要となっております。

上のほうの隅が丸くなっている四角囲みの中が改正の趣旨となっております。

育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、

地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤

職員に係る介護休業の取得要件を緩和するとされています。詳しくは、その下

に太字で１、２、３と記載されている内容となります。

１は、育児休業の取得回数制限の緩和です。（１）と（２）の文章については、

中段の図で説明がございますので、併せてご覧ください。図の上のほうが現行、

下のほうが改正後であります。（１）育児休業を、現行の原則１回を原則２回

まで取得可能とします。（２）（１）の原則２回までの育児休業に加え、子の

出生後８週間以内に育児休業を現行の１回を２回まで取得可能とします。

２は、非常勤職員の介護休業の取得要件の緩和で、現行は雇用期間１年以上が

要件でありますが、改正後は雇用期間要件は廃止されています。

次に、ページの右側は、福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の概要です。

１つ目の段落は、改正の背景です。上から４行目ですが、地方公共団体の職員

の勤務時間、休暇、その他の勤務条件についても、国家公務員の措置との権衡

を踏まえることが求められていることから、各地方公共団体は国家公務員の措

置に準じて、育児休業、介護休暇等の取得要件の緩和等を進める必要がござい

ます。国においては、人事院規則等の関連する運用通知の改正が発出され、令

和４年１０月１日から施行されることとなりました。発出されました「人事院

規則（職員の育児休業等）の一部改正等について」により、「職員の育児休業

等に関する条例（案）」の改正が示されており、この条例（案）改正に準じて、

今般、福崎町の職員の育児休業等に関する条例を改正するものでありまして、

法改正において、条例で定めるなどと規定されている細かい運用について、国

の示す改正条例の例に従い改正するものであります。

改正点については、文字を四角で囲っている４項目となります。

１点目は、育児休業の取得回数制限の緩和等です。①再度の育児休業取得に係

る条例で定める特別の事情に関し、育児休業等計画書により申し出た場合の再

度取得に係る規定を削除します。以下、②から⑤の緩和に係る整備等を行いま

す。

２点目は、育児参加のための休暇の対象期間の拡大です。育児参加のための休

暇について、その対象期間を現行の産後８週間を経過する日までを、子が１歳

に達する日までに拡大します。

３点目は、非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和で

す。

４点目は、非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化です。①②で

は、夫婦交代での取得を可能とするなどの整備を行い、③④は、①②に関連し

た整備をいたします。

議案資料２ページから５ページに新旧対照表をお示ししておりますので、ご参

照ください。

なお、議案のほうになりますが、議案の４ページ目に附則がございます。４ペ

ージ目の下段の附則でございますが、附則の施行期日と経過措置がございます。

この改正は令和４年１０月１日から施行します。経過措置として、次ページに

なりますが、改正前の第３条第５号、第１０条第６号の規定は、なお従前の例
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によるものとします。

以上で、議案第４０号の説明を終わります。ご審議賜り、ご賛同いただきます

ようよろしくお願いいたします。

日程第１６ 議案第４１号 福崎町文珠荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について

議 長 日程第１６、議案第４１号、福崎町文珠荘の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

地域振興課長 議案第４１号、福崎町文珠荘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について、ご説明申し上げます。

文珠荘は、コロナ禍、令和４年１月６日から、新しい指定管理者の下、運営し

ております。町民の憩いの場と、新たな触れ合いの提供など、幅広いニーズに

応じられるよう、利用者の声を取り入れながら、住民サービスの向上を目指し、

より親しみやすい施設づくりに努めております。今後も引き続き安定した収益

を確保し、持続運営につなげていくため、休館日及び利用料金を見直し、効率

的な運営を進めていくため、次のとおり条例改正を行うものでございます。

議案第４１号資料をお願いいたします。１ページをお願いいたします。

１ページは概要説明となります。主な改正内容ですが、（１）休館日の変更、

（２）利用時間の一部変更、（３）利用料金の一部変更となります。

２ページをお願いいたします。

２ページは新旧対照表でございます。

第７条、休館日についてです。周辺の飲食店などの休館日を鑑み、木曜日に変

更いたします。また、月１回施設のメンテナンスを実施するため、第３水曜日

を追加いたします。併せて、従業員の福利厚生のため、盆休みを追加するもの

でございます。

第８条です。利用時間についてでございます。会議室については、午前９時３

０分から利用可能といたします。第４号の入浴のみの利用時間について、休館

日の前日にお風呂を含めた館内清掃、消毒の時間帯を営業終了後に設けるため、

午後６時までといたします。

次に、第９条関係でございます。利用料金についてでございます。宿泊につい

て、福崎町民には影響が出ないよう、福崎町に住民登録がある者と住民登録が

ない者に区別して取り組みます。大広場については６名以上の利用とし、福崎

町に住民登録がある者、１人１泊２，２００円に５００円と消費税分の額５５

０円を加えた２，７５０円を、福崎町に住民登録がない者に改定します。

次に、個室についてです。宿泊については、２名以上の利用から受入れするも

のとし、２名利用の福崎町に住民登録がある者４，４００円に２，０００円と

消費税分の額２，２００円を加えた６，６００円を上記以外の者に改定します。

３名利用は、福崎町に住民登録がある者３，８５０円に１，５００円と消費税

分の額１，６５０円を加えた５，５００円を上記以外の者に改定します。以下、

４名利用、５名以上も同様に見直しを行います。

会議室については、時間当たり１，０００円と消費税分を増額いたします。

また、娯楽用具については、指定管理者所有物を利用するため、別表から削除

いたします。

この改正は、令和４年１２月１日から施行いたします。
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以上、よろしくご審議賜り、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。

以上です。

議 長 提案説明の途中ですが、暫時休憩をいたします。

再開を１４時１０分といたします。

◇

休憩 午後 １時５３分

再開 午後 ２時０８分

◇

議 長 会議を再開いたします。

日程第１７ 議案第４２号 令和４年度福崎町一般会計補正予算（第２号）について

議 長 日程第１７、議案第４２号、令和４年度福崎町一般会計補正予算（第２号）に

ついてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 議案第４２号について、ご説明申し上げます。

令和４年度福崎町一般会計補正予算（第２号）は、既定の歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ１億２，５３０万円を追加し、補正後の予算総額を８４億８，

９３０万円とするものであります。

議案の１ページ、２ページの第１表歳入歳出予算補正の内容につきましては、

事項別明細書に沿って説明をさせていただきます。

まず歳出からご説明いたします。事項別明細書、１５ページ、１６ページをお

開き願います。

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）

次は、議案にお戻りください。

第２条、「地方債の補正」につきましては議案の３ページをお開きください。

歳出でご説明しました本部用消防ポンプ購入に充当するため、消防施設機動備品

購入事業債を８０万円増額し、限度額を２６０万円とするものです。利率、償還

の方法は、それぞれ記載しているとおりであります。

以上、議案第４２号、令和４年度一般会計補正予算（第２号）の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますようお願い申し上げ

ます。

日程第１８ 議案第４３号 令和４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて

議 長 日程第１８、議案第４３号、令和４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

福 祉 課 長 議案第４３号、令和４年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について、ご説明申し上げます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，１００万円

を追加し、補正後の予算額をそれぞれ１７億９，５００万円とするものでござ

います。

詳細につきましては、事項別明細書でご説明をいたします。事項別明細書の歳

出５ページ、６ページをお開きをお願いいたします。
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（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）

なお、議案第４３号資料１ページ、２ページには勘定表、３ページには返還額

の一覧表をお示ししておりますので、ご参照ください。

以上で議案第４３号の説明を終わります。

ご審議賜り、ご賛同いただきますようよろしくお願いをいたします。

日程第１９ 議案第４４号 福崎町道路線の廃止及び認定について

議 長 日程第１９、議案第４４号、福崎町道路線の廃止及び認定についてを議題とい

たします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

まちづくり課長 議案第４４号、福崎町道路線の廃止及び認定について、ご説明申し上げます。

当議案は、道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定によりまして、福崎

町道路線を別紙のとおり廃止及び認定することについて、議会の議決を求める

ものでございます。

議案別紙をご覧ください。

一旦廃止を行い、新たに認定します路線が３９１号線と８３１号線の２路線。

新規として認定する路線につきましては、２３７０号線の１路線となってござ

います。

まず最初に廃止する路線についてでございます。

３級町道３９１号線と４級町道８３１号線となっております。この路線の位置

等につきましては、説明資料の１ページをご覧ください。こちらの２路線でご

ざいますが、路線の一部が、現在、兵庫県において実施されております高岡福

田地区のほ場整備区域内となっている路線でございます。事業の進捗によりま

して、道路形態がなくなっているほ場整備の事業区間内、こちらについて認定

を廃止するに当たりまして、一旦全線を廃止した後、それぞれの起点からほ場

整備事業区間まで、こちらを新たに町道として認定いたすものでございます。

なお、廃止しました区間を含む路線の再認定、こちらにつきましては、ほ場整

備の事業完了後になると思われますが、改良区や地元区との調整を行いながら

検討してまいります。

それでは、各路線についてご説明申し上げます。

まず、３級３９１号線でございます。起点は高岡字村中１２５８番１地先から、

終点は高岡字前田８１３番１地先まで。４級の８３１号線でございます。こち

らの起点は、高岡字前田７９８番１地先から、終点は高岡字前田８１３番１地

先まで。この２路線を廃止いたします。

次に、認定する路線でございます。

まず、２３７０号線でございます。こちらの位置図等につきましては、説明資

料の２ページをご覧ください。

当該路線は田尻区におきまして、県道西田原姫路線と２級町道２３５８号線、

こちらに接道する路線となっておりまして、開発行為によりまして、道路の新

設がなされた箇所でございます。専用住宅１９区画、事務所用地１区画等に開

発によりまして、新設されました道路、こちらについて町道認定をいたします。

なお、新設道路部につきましては、令和４年５月１３日に町職員による完了検

査を実施しております。その後、兵庫県による工事の完了公告が６月１４日に、

公共用地につきましては、６月１５日付で所有権の移転、町への帰属がなされ

ております。こちらの路線、起点は西田原字上野田１８５２番５地先から、終
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点は西田原字上野田１８２６番１２地先までで、延長は１７３．６５メートル。

幅員につきましては、６．０メートルから１３．４６メートルとなってござい

ます。こちら、等級につきましては、２級となってございます。

次に、３９１号線です。説明資料の３ページをお願いいたします。先ほど、廃

止の際に述べましたように、ほ場整備事業の実施によりまして区域を縮小する

ものでございますが、事務の都合上、一旦は全路線を廃止した後、新たに認定

を行わさせていただきます。起点は長野区内となってございまして、高岡字村

中１２５８番１地先から、終点は高岡字二本木７１８番地先までの５５３．７

０メートル、幅員は２．７メートルから４．９メートルとなります。こちら、

実質に延長が減となりますのが、９３．５２メートルでございます。等級は現

在と同様の３級路線でございます。

同じく８３１号線となります。こちら起点は、高岡字前田７９８番１地先から、

終点は高岡字ヤブノハナ７７９番地先までの７５．６０メートル。幅員につき

ましては、２．０メートルから３．３メートルとなります。こちらの延長、実

質減となりますのは、１８２．３６メートルでございます。こちらも同様に、

等級は現在と同様の４級路線となってございます。

以上、議案第４４号、福崎町道路線の廃止及び認定についての提案説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますようお願いいたし

ます。

議 長 以上で、本定例会１日目の日程は終わりました。次の定例会２日目は、９月６

日火曜日、午前９時３０分から再開いたします。

本日はこれにて散会いたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時３５分


